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一 個人所得課税 

１ 住宅・土地税制 

（１）（中小・個人向け・減税）住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の

創設 

個人が、住宅の取得等（その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が１０％で

ある場合の住宅の取得等に限ります。）をして平成３１年１０月１日から平成３２年１２月

３１日までの間にその者の居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の

所得税額の特別控除の特例が創設されました（大綱 P１８～）。 
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（出典）財務省 HP https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b05.htm 

 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b05.htm
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（出典）国土交通省 http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf 

 

※適用年の１年目から１０ 年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除については、現

行と同様の金額を控除できることとします。 

現行の控除期間、控除額の計算方法は下記（参考）の通りです。 

 

（参考）国税庁タックスアンサーNo.1213 より一部抜粋 

  

http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf
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○ 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法 

住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額（住宅の取得等の対

価の額又は費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等

の対価の額又は費用の額。以下「年末残高等」といいます。）を基に、居住の用に供した年

分の計算方法により算出します（100 円未満の端数金額は切捨てます。）。 

居住の用に供した年 
控除 

期間 

各年の控除額の計算 

（控除限度額） 

平成 19 年 1 月 1 日から 

平成 19 年 12 月 31 日まで 
15 年 

1～10 年目 

年末残高等×0.6％ 

（15 万円） 

11～15 年目 

年末残高等×0.4％ 

（10 万円） 

 

平成 20 年 1 月 1 日から 

平成 20 年 12 月 31 日まで 
15 年 

1～10 年目 

年末残高等×0.6％ 

（12 万円） 

11～15 年目 

年末残高等×0.4％ 

（8 万円） 

 

平成 21 年 1 月 1 日から 

平成 22 年 12 月 31 日まで 
10 年 

1～10 年目 

年末残高等×1％ 

（50 万円） 

   

平成 23 年 1 月 1 日から 

平成 23 年 12 月 31 日まで 
10 年 

1～10 年目 

年末残高等×1％ 

（40 万円） 

   

平成 24 年 1 月 1 日から 

平成 24 年 12 月 31 日まで 
10 年 

1～10 年目 

年末残高等×1％ 

（30 万円） 

   

平成 25 年 1 月 1 日から 

平成 25 年 12 月 31 日まで 
10 年 

1～10 年目 

年末残高等×1％ 

（20 万円） 

   

平成 26 年 1 月 1 日から 

平成 33 年（2021 年）12 月 31 日ま

で 

10 年 

1～10 年目年末残高

等×1％ 

（40 万円） 

（注） 住宅の取得等

が特定取得以外の場

合は 20 万円 

   

 

〇 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 
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① 認定長期優良住宅（長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良

住宅に該当する家屋）又は、 

② 認定低炭素住宅（都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当

する家屋又は同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家

屋）（以下、これらを併せて「認定住宅」といいます。）の新築又は建築後使用された

ことのない認定住宅の取得（以下「認定住宅の新築等」といいます。）をして、 

平成 21 年 6 月 4 日（低炭素構築物に該当する家屋については平成 24 年 12 月 4 日、低

炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋については平成 25 年 6 月 1 日）から平

成 33 年（2021 年）12 月 31 日までの間に自己の居住の用に供し一定の適用要件を満たし

ている方は、その居住の用に供した年以後 10 年間の各年分の所得税の額から、次により計

算した住宅借入金等特別控除額の控除（以下「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控

除の特例」といいます。）を受けることができます。 

居住の用に供した年 
控除期

間 

各年の控除額の計算 

（控除限度額） 

平成 21 年 6 月 4 日から 

平成 23 年 12 月 31 日ま

で 

10 年 

1～10 年目 

年末残高等×1.2％ 

（60 万円） 

平成 24 年 1 月 1 日から 

平成 24 年 12 月 31 日ま

で 

10 年 

1～10 年目 

年末残高等×1％ 

（40 万円） 

平成 25 年 1 月 1 日から 

平成 25 年 12 月 31 日ま

で 

10 年 

1～10 年目 

年末残高等×1％ 

（30 万円） 

平成 26 年 1 月 1 日から 

平成 33 年（2021 年） 

12 月 31 日まで 

10 年 

1～10 年目 

年末残高等×1％ 

（50 万円） 

（注） 住宅の取得等が特定取得以外の場合は 30 万円 

 

（改正内容・創設） 

※適用年の 11 年目から 13 年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除額を、次に掲げ

る場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額として、住宅借入金等を有する場合の所得

税額の特別控除の適用ができることとします。 

 

イ 一般の住宅（認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅）の場合 
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次に掲げる金額のいずれか少ない金額 

（イ）住宅借入金等の年末残高（4,000 万円を限度）×１％ 

（ロ）〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額－当該住宅の取得等の対価の額又は費用の

額に含まれる消費税額等〕（4,000 万円を限度）×２％÷３ 

 

ロ 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合  

次に掲げる金額のいずれか少ない金額 

（イ）住宅借入金等の年末残高（5,000 万円を限度）×１％ 

（ロ）〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額－当該住宅の取得等の対価の額又は費用の

額に含まれる消費税額等〕（5,000 万円を限度）×２％÷３ 

 

ハ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の

控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合  

次に掲げる金額のいずれか少ない金額 

（イ）住宅借入金等の年末残高（5,000 万円を限度）×１．２％ 

（ロ）〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額－当該住宅の取得等の対価の額又は費用の

額に含まれる消費税額等〕（5,000 万円を限度）×２％÷３ 

（参考） 
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（出典）税制調査会 https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen20kai.html 

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen20kai.html
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（出典）国土交通省 http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000133.html 

 

（参考） 

（１）（中小・個人向け・減税）個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について、

次の措置を講ずることとなりました。 

個人が、住宅の取得等（その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が１０％で

ある場合の住宅の取得等に限ります。）をして平成 31 年 10 月１日から平成 32 年 12 月

31 日までの間に居住の用に供した場合における、住宅借入金等を有する場合の所得税額の

特別控除の特例の適用がある者のうち、 

「適用年の 11 年目から 13 年目までの各年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該

年分の所得税額（住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とす

る。）を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に

相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に１００分の７を乗じて得た額

（最高 13.65 万円）の控除限度額の範囲内で減額する」 

こととなりました（大綱 P２３）。 

  

http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000133.html
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（参考・コメント） 

○適用要件として「その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が１０％である

場合の住宅の取得等に限ります。」にご留意ください。免税事業者からの取得などは適用外

になると想定されます。 

○上記算式の「÷３」とは１１年目～１３年目の 3 年間について 3 等分するという考え方

です。 

上記の算式は要するに、延長された期間、つまり１１年目から１３年目までの期間の減税

の額は、最大で建物の価格の２％分として、実質的に、増税による負担の増加をなくす仕組

みです。 

  その際には、建物価格の２％を３年間で分割した金額と、年末のローン残高の１％にあ

たる金額とを比べ、どちらか少ないほうが減税の額となります。 

○大綱 P１９～（注２）ロを抜粋します。 

「ロ 当該住宅の取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は直系尊属から住宅取得等

資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の適用を受ける場合であっても、当該補助金

等の額又は当該適用を受けた住宅取得等資金の額を控除しないこととする。」 

現行制度と大きく異なる点です。 

現行制度は補助金、受贈資金は控除してから計算しますが、上記の通り、拡大部分は控除し

ません。 

なお、現行制度は下記をご確認ください。 

（国税庁ホームページから抜粋） 

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/08.htm 

住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除との関係 

【照会要旨】 

 私は、自宅として使用する新築の建売住宅を取得する予定ですが、購入資金には、父から

住宅取得のための資金として贈与を受ける金銭と、銀行からの借入金を充てるつもりです。 

 父からの贈与について、租税特別措置法第７０条の２の規定の適用を受ける場合、租税特

別措置法第４１条の規定の適用はどのようになりますか。 

【回答要旨】 

 租税特別措置法第７０条の２の規定の適用を受ける場合であっても、租税特別措置法第

41 条の規定の適用を受けることができますが、同条の規定の適用に当たっては、租税特別

措置法第７０条の２の規定の適用を受ける額を考慮することとなります。 

 租税特別措置法第４１条の規定の適用を受ける金額の計算の基礎となる「住宅借入金等

の金額の合計額」については、住宅の取得等に係る借入金の金額が住宅の取得等に係る対価

の額を超える場合、その住宅の取得等に係る対価の額を「住宅借入金等の金額の合計額」と

することとされています。しかしながら、この「住宅の取得等に係る対価の額」については、

租税特別措置法第７０条の２の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける贈与に係

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/08.htm
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る金銭の額を「住宅の取得等に係る対価の額」から控除した額となります。 

 すなわち、租税特別措置法第４１条の規定の適用を受ける金額の計算の基礎となる「住宅

借入金等の金額の合計額」は、次の金額のうちいずれか低い金額となります。 

①住宅の取得等に係る借入金の金額 

②「住宅の取得等に係る対価の額」から租税特別措置法第７０条の２の規定の適用を受ける

贈与に係る金銭に相当する額を控除した額に相当する金額 

【関係法令通達】 

• 租税特別措置法第４１条、第７０条の２ 

• 租税特別措置法施行令第２６条第５項 

 

（２）（中小・個人向け・事務負担減）給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額

の特別控除申告書について、次に掲げる事項の記載を要しないこととされました（大綱 P19

～）。 

  

イ 住宅の取得等をした年月日 

ロ 住宅の取得等をした家屋をその者の居住の用に供した年月日 

ハ 住宅の取得等（住宅借入金等に当該取得等とともにする当該取得等をした家屋の敷地

の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取

得を含む。）の対価の額又は費用の額 

ニ 住宅の取得等をした家屋の床面積 

 

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に提出する給与所得者の住宅借入金等を有す

る場合の所得税額の特別控除申告書について適用されます。 

 

（３）（中小・個人向け・事務負担減）住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証

明書の記載事項は、次に掲げる事項であることと法令上、明確化されました（大綱 P20～）。 

 

イ 住宅の取得等をした家屋をその者の居住の用に供した年月日 

ロ 住宅の取得等の対価の額又は費用の額 

ハ 住宅の取得等をした家屋の床面積のうちにその者の居住の用に供する部分の床面積

の占める割合及び住宅の取得等をした家屋の敷地の用に供する土地等の面積のうちに当

該居住の用に供する部分の面積の占める割合 

ニ 住宅借入金等が連帯債務である場合には、その負担部分の割合 

ホ その他参考となるべき事項 

 

（注）上記の改正は、居住年が平成 31 年以後である者に対し、平成 32 年 10 月１日以後
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に交付する住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書について適用されます。 

 

（４）（中小・個人向け・減税）所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規

定する土地収用法の特例の規定による収用があった場合には、収用交換等の場合の譲渡所

得の 5,000 万円特別控除等を適用されます（法人税についても同様とします。）（大綱 P20

～）。 

（注）上記の改正は、平成 31 年６月１日以後の譲渡について適用されます。 

 

（参考・コメント） 

○要するに所有者不明土地については土地収用法に基づく収用等の場合と同様の税制上の

特例措置ができたということです。 

 

（５）（中小・個人向け・減税）空き家に係る譲渡所得の 3,000 万円特別控除の特例につい

て、老人ホーム等に入所をしたことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及

びその家屋の敷地の用に供されていた土地等は、次に掲げる要件その他一定の要件を満た

す場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものと

して本特例を適用するほか所要の整備を行った上、その適用期限を４年延長することとさ

れました（大綱 P21～）。 

 

① 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで

老人ホーム等に入所をしていたこと。 

 

② 被相続人が老人ホーム等に入所をしたときから相続の開始の直前まで、その家屋につ

いて、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者

の居住の用に供されていたことがないこと。 

 

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住

用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。 

 

（参考・コメント） 

○被相続人による「その者（被相続人）による一定の使用がなされ」がなされることが必要

です。 

○上記の具体的な証明方法が現時点では不明です。 

○上記②の要件は「いつでも戻れる」「調子が良ければ戻れる」といった考え方なのでしょ

うか。 



13 

  

 

（出典）国土交通省 http://www.mlit.go.jp/common/001265140.pdf 

（参考） 

http://www.mlit.go.jp/common/001265140.pdf
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（出典）国土交通省  

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html 

 

（６）（中小・個人向け・減税？）次に掲げる住宅の改修等に係る措置について、次に掲げ

る措置の区分に応じそれぞれ次に定める標準的な費用の額を、工事の実績を踏まえて見直

すこととされました。 

 

① 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除  

・・・耐震改修工事に係る標準的な工事費用の額 

② 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除  

・・・特定の改修工事に係る標準的な工事費用の額 

③ 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除  

・・・認定住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用の額 

 

（注）上記①の改正は 

平成 32 年１月１日以後に行う耐震改修工事について、 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
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○上記②の改正は特定の改修工事をした家屋を同日以後に居住の用に供する場合について 

○上記③の改正は認定住宅を同日以後に居住の用に供する場合について 

それぞれ適用されます。 

 

（参考・コメント） 

○現行の「標準的な工事費用の額」は国土交通省ホームページから検索できます。 
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（参考公示資料） 
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（出典）国土交通省 http://www.mlit.go.jp/common/001185785.pdf 

 

 

http://www.mlit.go.jp/common/001185785.pdf
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２ 金融・証券税制 

（1）（中小・個人向け・納税者有利）非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲

渡所得等の非課税措置（ＮＩＳＡ）について、次の措置を講ずることとなりました（大綱 P

２６～）。 

① 非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこと

となる場合の特例措置を次の通り講ずることとなりました。 

 

イ 当該居住者等がその出国の日の前日までに当該非課税口座が開設されている金融商

品取引業者等の営業所の長に、 

 

「・その者に係る給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得

ない事由に基因して出国をする旨 

・引き続き非課税措置の適用を受けようとする旨 

・帰国をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積

投資契約に基づく上場株式等の受入れを行う旨その他の事項を記載した届出書 

（以下「継続適用届出書」といいます。）の提出をしたときは、」 

 

その出国の時から、その者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に、 

・帰国をした年月日、 

・当該非課税口座において再び非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に

基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の事項を記載した届出書（以下

「帰国届出書」といいます。）の提出をする日 

と 

当該継続適用届出書の提出をした日から起算して５年を経過する日の属する年の 12 

月 31 日 

とのいずれか早い日までの間は、 

その者を居住者等に該当する者とみなして、本措置を引き続き適用することとされま

した。 

この場合において、当該帰国届出書の提出をする日までは、当該非課税口座に設けられ

た非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等を受入れることができないこととされ

ました。 

 

ロ 継続適用届出書の提出をした者が当該提出をした日から起算して５年を経過する日

の属する年の 12 月 31 日までに当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国届出書の

提出をしなかった場合には、同日においてその者が当該金融商品取引業者等の営業所の

長に非課税口座廃止届出書を提出したものとみなされます。 
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ハ その出国につき、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象となる者は、継続適

用届出書の提出をすることができないこととされました。 

 

（出典）金融庁 https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/180831.pdf 

 

（参考・コメント） 

○出国した日から帰国届出書を提出するまでの間に非課税期間が終了する場合に留意が必

要です。自動的に課税口座に移管されるものと考えられます。 

②（中小・個人向け） 居住者等が非課税口座を開設することができる年齢要件をその年 

１月１日において１８ 歳以上（現行：２０ 歳以上）に引き下げます（大綱 P２７～）。 

 

③（中小・個人向け）次に掲げる書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載

すべき事項を記録した電磁的記録の提供の際に行うこととされている本人確認の方法につ

いて、その者の氏名、生年月日及び住所の記載のある住所等確認書類を提示する方法を加え

ることとなりました（大綱 P２７～）。 

イ 特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書 

ロ 非課税口座内上場株式等移管依頼書 

ハ 未成年者口座非課税口座間移管依頼書 

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/180831.pdf
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④ （中小・個人向け）非課税口座を開設している居住者等は、当該非課税口座にその年に

設けられている勘定を変更しようとする場合には、当該非課税口座が開設されている金融

商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座異動届出書の提出ができることとします

（大綱 P２７～）。 

この場合において、当該非課税口座異動届出書を提出する日以前に当該勘定に既に上場

株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口

座異動届出書を受理することができないこととします。 

 

（注）上記②の改正は、平成 35 年１月１日以後に設けられる非課税口座について適用する

とともに、所要の経過措置を講ずることとなりました。 
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（出典）税制調査会 https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen19kai3.pdf 

 

（2）（中小・個人向け）未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の

非課税措置（ジュニアＮＩＳＡ）について、次の措置を講ずることとなりました（大綱 P２

８～） 

 

①居住者等が未成年者口座の開設並びに非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定をする

ことができる年齢要件をその年１月１日において１８ 歳未満（現行：２０ 歳未満）に引

き下げられます。 

 

② 次に掲げる書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項を

記録した電磁的記録の提供の際に行うこととされている本人確認の方法について、その

者の氏名、生年月日及び住所の記載のある住所等確認書類を提示する方法を加えること

となりました。 

 

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen19kai3.pdf
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イ 未成年者口座内上場株式等移管依頼書 

ロ 特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書 

 

（注）上記①の改正は、平成 35 年１月１日以後に設けられる未成年者口座等について適用

するとともに、所要の経過措置を講ずることとなりました。 
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（出典）税制調査会 https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen19kai3.pdf 

 

（３）（納税者有利）中小企業等経営強化法の改正を前提に、特定の取締役等が受ける新株

予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等（ストックオプション税制）

について、次の措置を講ずることとされました（大綱 P３０～）。 

 

① 適用対象者の範囲に、中小企業等経営強化法に規定する認定新規中小企業者等（仮称）

が同法の認定を受けた同法に規定する新事業分野開拓計画（仮称）に従って活用する取

締役及び使用人等以外の者（当該新事業分野開拓計画（仮称）の実施期間の開始の日から

新株予約権の行使までの間、居住者であること等の要件を満たす者に限る。以下「特定事

業者」という。）を加えられることとなりました。 

 

② 特定事業者が本特例の適用を受けて取得をした株式を相続等により取得をした個人

は、承継特例適用者に該当しないこととされました。 

 

③ 特定事業者が、本特例の適用を受けて取得をした株式の譲渡等をするまでに国外転出

をする場合には、当該国外転出の時に、当該株式に係る新株予約権の行使の日における当

該株式の価額に相当する金額により当該株式の譲渡があったものとみなして、所得税を

課することとされました。 

  

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen19kai3.pdf


27 

  

（注）特定事業者の相続人は、本特例の適用はできないこととされました。 
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（出典）経済産業省 

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf 

 

（参考・コメント） 

○特定事業者とは上表にあるように「一定の要件を満たす外部協力者」です。このため当該

経済的利益がどのような取扱いとなるかは、大綱の時点では不明のため、法律及び政省令を

注視しておく必要があります。 

○平成 31 年度改正大綱時点では、年間の権利行使価格の限度額 1,200 万円要件が適用され

るか否かは不明です。 

 

（４）（中小・個人向け）特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に

ついて、特定口座に受入れることができる上場株式等の範囲に、居住者等が発行法人等に対

して役務の提供をした場合におけるその役務の提供の対価としてその居住者等に生ずる債

権の給付と引換えにその居住者等が取得することとされている上場株式等を加えることと

されました（大綱 P３０～）。 

 

（５）（中小・個人向け） 

☞（改正）平成 28 年１月１日前に次に掲げる告知又は告知書の提出（以下「告知等」とい

う。）を行った者で同日以後に配当等の支払を受けるものが、平成 31 年１月１日以後最初

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf
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に配当等の支払を受ける日等までにその告知等を受けた者に行うこととされている個人番

号又は法人番号の告知について、その告知期限を３年延長することとされました（大綱 P30

～）。 

 

① 利子、配当等の受領者の告知 

② 無記名公社債の利子等に係る告知書の提出 

③ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知 

④ 交付金銭等の受領者の告知 

⑤ 償還金等の受領者の告知 

⑥ 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 

⑦ 先物取引の差金等決済をする者の告知 

⑧ 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知 

⑨ 特定株式投資信託の受益者に係る情報の受託者への告知 

⑩ 特定口座開設届出書の提出をする者の告知 

⑪ 非課税口座開設届出書の提出をする者の告知 

⑫ 国外送金等をする者の告知書の提出 

⑬ 国外証券移管等をする者の告知書の提出 

 

（参考・コメント） 

○既存口座の告知義務に係る経過措置について、告知が進んでいない状況を踏まえ、期限の

延長を行うこととされたものです（現行：平成 30 年末→改正：平成 33 年末） 

 

☞行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の改正を前

提に、次の措置を講ずることとされました。 

 

① 個人番号の告知を受けるべき金融機関等が、その金融機関等に個人番号の告知をすべ

き者でその告知をしていないもの（以下「番号未告知者」という。）の個人番号を振替機

関から提供を受けて確認したときは、その番号未告知者がその金融機関等に個人番号の

告知をしたものとみなして、改めてその番号未告知者がその金融機関等に個人番号の告

知を行うことを要しないこととされました。 

 

② 金融機関等が番号未告知者の個人番号の確認をしたときは、その金融機関等が提出す

べきその確認後にその番号未告知者に支払をする配当等に係る支払調書等には、その確

認をした個人番号を記載することとされました。 
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（参考・コメント） 

○マイナンバー法等の改正による影響です。ほふりが加入者情報とマイナンバーで検索可

能な状態で管理すること等を位置付け、本人確認情報を活用して支払調書に記載するマイ

ナンバーを取得することとされました。 

 

３（中小・個人向け・増税）森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮称）の創設 

（1）森林環境税（仮称）の創設 

① 基本的な仕組み 

イ 納税義務者等 

森林環境税（仮称）は、国内に住所を有する個人に対して課する国税とします。 

ロ 税率 

森林環境税（仮称）の税率は、年額 1,000 円とします。 

ハ 賦課徴収 

森林環境税（仮称）の賦課徴収は、市町村において、個人住民税と併せて行うこととしま

す。 

② 施行期日 

森林環境税（仮称）は、平成 36 年度から課税されます。 

③ その他 

個人住民税に準じて非課税の範囲、減免、納付・納入、罰則等に関する所要の措置を講ず

ることとされます。 

 

４ 租税特別措置等 

（国 税） 

（１）（中小・個人向け・減税）債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に

ついて、適用対象となる内国法人の範囲に、当該内国法人について平成 28 年４月１日以後

に初めて一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき債務処理計画

が策定されたこと等の要件を満たすものを加えた上、その適用期限を３年延長することと

されました（大綱 P３４～、地方税の取扱いについても同様です、大綱 P３５～）。 
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（参考） 

（出典）金融庁 https://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20151224-1/01.pdf 

 

５ その他 

（国 税） 

（１）（中小・個人向け）居住者が納付する森林環境税（仮称）及び森林環境税（仮称）に

係る延滞金は、必要経費に算入しないこととされました（大綱 P３６～）。 

 

（２）（中小・個人向け）個人が保有する資金決済に関する法律に規定する仮想通貨につき、

その者の所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の

基礎となる期末において有する仮想通貨の価額は、 

 

移動平均法又は総平均法により算出した取得価額をもって評価した金額 

 

とするほか、所要の措置を講ずることとされました（大綱 P３６～）。 

 

https://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20151224-1/01.pdf
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（出典）国税庁  

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/pdf/02.pdf 

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/pdf/02.pdf
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（参考・コメント） 

○個人が保有する仮想通貨については、本改正前は法令上の具体的な取扱いはありません

でした。 

しかし、国税庁が平成 30 年１２月１日に公表していた「仮想通貨に関する所得の計算方

法等について（情報）」においては移動平均法で算出することが相当であるとされていまし

た。 

○具体的な適用時期が大綱には明記されておりません。 

○「残高証明書」「年間取引報告書」について相続税申告作成用の交付も予定されているよ

うです。 

○平成 30 年分申告から、仮想通貨交換業者から顧客に年間報告書の提供が行われます。 

 

（３）（中小・個人向け・増税）源泉徴収及び確定申告における配偶者に係る控除の適用に

ついて、次の見直しを行うこととされました（大綱 P３６～）。 

 

① 給与等又は公的年金等の源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る控除の適用に

ついては、夫婦のいずれか一方しか適用できないこととされました。 

 

② 居住者の配偶者が、公的年金等の源泉徴収において源泉控除対象配偶者に係る控除の

適用を受け、かつ、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用を受ける場合等には、その

居住者は、確定申告において配偶者特別控除の適用を受けることができないこととする

等の所要の措置を講ずることとされました。 

 

（注）上記の改正は、平成 32 年１月１日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平

成 32 年分以後の所得税について適用されます。 

 

（参考・コメント） 

○現行制度では夫婦双方が源泉控除対象者に該当する場合など、夫婦がお互いに配偶者に

係る控除の適用が受けられるケースがありました。 

※夫婦双方が給与所得者や事業所得者である場合には、確定申告や年末調整で配偶者に係

る控除は夫婦のいずれか一方にしか適用できません。 

○今回の見直しで 

☞夫婦双方が源泉控除対象配偶者に該当する場合であっても、夫婦のいずれか一方しか源

泉控除対象配偶者に該当しないこととされました。 

☞夫婦の一方の者が年金の源泉徴収段階において他方の者を源泉控除対象配偶者として配

偶者に係る控除を適用し、申告不要の適用を受ける場合には、その他方の者は確定申告、年

末調整段階で配偶者に係る控除の適用ができないこととされました。 
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○要するに下記の場合をイメージしてください。 

（期中、源泉徴収段階） 

夫：給与所得者 ← 源泉控除対象配偶者 

妻：年金受給者 ← 源泉控除対象配偶者 

（年末調整、確定申告期） 

夫：確定申告で配偶者特別控除を適用 ← 妻が申告不要制度をとっているので調整不可 

妻：公的年金等の申告不要制度を適用  

当該状態を回避すべく、源泉徴収段階から片方しか受けられないとしたものです。 

 

（４）（中小・個人向け・事務負担減）次に掲げる書類については、確定申告書等に添付し、

又は確定申告書等の提出の際提示することを要しないこととするほか、これに伴う所要の

措置を講ずることとされました（大綱 P３６～）。 

 

① 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 

② オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書 

③ 配当等とみなす金額に関する支払通知書 

④ 上場株式配当等の支払通知書 

⑤ 特定口座年間取引報告書 

⑥ 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書 

⑦ 特定割引債の償還金の支払通知書 

⑧ 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類 

 

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に提出する確定申告書等について適用するこ

ととされました。 

 

（５）（中小・個人向け・事務負担減）その年において支払を受けるべき給与等で年末調整

の適用を受けたものを有する居住者が提出する確定申告書の記載事項のうち、その年末調

整で適用を受けた所得控除の額と確定申告で適用を受ける所得控除の額とが同額である場

合におけるこれらの所得控除に関する事項については、その年末調整で適用を受けた所得

控除の額の合計額の記載によることができることとすることになりました（大綱P３７～）。 

 

（注１）確定申告で適用を受ける所得控除の額のうち年末調整で適用を受けた所得控除

の額と同額である所得控除については、その内訳の記載を要しないこととし、その額の記

載によることができることとすることとされました。 

 

（注２）上記の改正は、平成 31 年分以後の確定申告書を平成 31 年４月１日以後に提出
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する場合について適用されます。 

（参考・コメント） 

○上記改正に伴い、確定申告書様式が変更するといわれています。 

 

（６）（中小・個人向け）公的年金等（公的年金等の受給者の扶養親族等申告書（以下「扶

養親族等申告書」という。）の提出をすることができないものを除く。以下同じ。）の源泉徴

収について、次の見直しを行うこととされました（大綱 P３７～）。 

 

① 扶養親族等申告書の提出をしなかった場合の源泉徴収税額は、その提出の際に経由す

べき公的年金等の支払者が支払う公的年金等の金額から公的年金等控除及び基礎控除に

対応する控除の月割額（その月割額が最低保障額に満たない場合には、最低保障額）にそ

の公的年金等の支給月数を乗じて計算した金額を控除した残額に、５％の税率を乗じて

計算することとなりました。 

（注）上記の最低保障額は、9 万円（その公的年金等の支払を受ける居住者が 65 歳以上

である場合には、13 万 5 千円）とされます。 

 

② 扶養親族等申告書にその者の氏名を自署した場合には、その者の押印を要しないこと

とされます。 

 

③ 扶養親族等申告書の記載事項から、同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障

害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合の人数を除外

することとされました。 

 

（注）上記の改正は、平成 32 年１月１日以後に支払を受けるべき公的年金等について適用

されます。 
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（出典）厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000462285.pdf 

 

（７）（中小・個人向け・納税者不利）個人住民税における都道府県又は市区町村（以下「都

道府県等」といいます。）に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、次の見直しを行

うこととされました（大綱 P４０～）。 

 

① 総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税（特例控除）の対象として

指定することとされました。 

 

イ 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等 

 

ロ イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等 

（イ）返礼品の返礼割合を３割以下とすること 

（ロ）返礼品を地場産品とすること 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000462285.pdf
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② ①の基準は総務大臣が定めることとする。 

 

③ 指定は、都道府県等の申出により行うこととする。 

④ 総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指

定を取り消すことができることとする。 

 

⑤ 総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示しなければな

らないこととする。 

⑥ 基準の制定や改廃、指定や指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなけ

ればならないこととする。 

 

（注）上記の改正は、平成 31 年６月１日以後に支出された寄附金について適用されます。 
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（出典）総務省 http://www.soumu.go.jp/main_content/000585169.pdf 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000585169.pdf
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（参考・コメント） 

○今後、上記①（③）より「指定」は許認可制になりますから、当該ふるさと納税が「指定」

に該当するかどうかをチェックしなければなりません。 

○「指定」に該当しないものは当然、寄付金税額控除の適用がないこととされます。 

 

（８）（中小・個人向け・減税）子供の貧困に対応するため、次の措置を講ずることとなり

ました（大綱 P４０～）。 

 

① 児童扶養手当の支給を受けている児童の父又は母のうち、 

現に婚姻をしていない者 

又は 

配偶者の生死の明らかでない者（これらの者の前年の合計所得金額が 135 万円を超える

場合を除きます。） 

を個人住民税の非課税措置の対象に加えることとされました。 

 

（注１）上記の「児童」は、父又は母と生計を一にする子で前年の総所得金額等の合計額

が 48 万円以下であるものとされます。 

 

（注２）上記の「婚姻」及び「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関

係と同様の事情にある場合を含むものとされます。 

 

② 個人住民税の申告書、給与所得者の扶養親族申告書及び給与支払報告書等について、

上記①の者に該当する旨の記載をし、申告することとする等の所要の措置を講ずること

とされました。 

 

（注）上記の改正は、平成 33 年度分以後の個人住民税について適用されます。 

 

（参考・コメント） 

○「経済財政の運営と改革の基本方針」では、３歳から５歳まで（０歳から２歳については

住民税非課税世帯が対象）の子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園等の費用を無償化す

ることとされています。 

 このため、幼稚園、保育所、認定こども園を利用する子供の保護者に支給される子供のた

めの教育・保育給付は全て非課税です。当該法改正に合わせて税制上の整備をしようとした

のが今回の措置です。 

○特に厚生労働省が、未婚のひとり親に対する税制上の優遇措置を求めていました。婚姻歴

のない未婚のひとり親世帯には適用されず、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親
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に対する税制上の対応が検討事項に挙げられており、「寡婦（夫）」にひとり親を加えた措置

となります。 

○合計所得金額が 135 万円とありますが、従来 125 万円でした。基礎控除額の見直しと連

動された箇所です。 

○（注 2）は実務上どのように判定するか判断に苦しむところとなりそうです。 

○最後まで公明党と調整がなされた箇所であり、抜本的な改正は 32年以降になりそうです。 

 

 

（出典）厚生労働省 

http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/jyuuten_houshin/sidai/pdf/jyu16-sanko3-021-

030.pdf 

http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/jyuuten_houshin/sidai/pdf/jyu16-sanko3-021-030.pdf
http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/jyuuten_houshin/sidai/pdf/jyu16-sanko3-021-030.pdf
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（９）（中小・個人向け）個人住民税の非課税措置における未成年の要件について、改正後

の民法の未成年と同様とすることとされました。 

 

（参考）〈国民健康保険税〉 

（１）国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を 61 万円（現行：58 万円）に引き

上げることとなりました。 

 

（２）国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次の通りとされました。 

 

① ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき

金額を 28 万円（現行：27.5 万円）に引き上げることとなりました。 

② ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき

金額を 51 万円（現行：50 万円）に引き上げることとなりました。 

（出典）厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000462285.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000462285.pdf
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二 資産課税 

１ 個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設等 

（1）（中小・個人向け・減税）個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度の創設 

① 概要 

認定相続人が、平成 31 年１月１日から平成 40 年 12 月 31 日までの間に、相続等によ

り特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定

相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に

対応する相続税の納税を猶予することとされました（大綱 P４１～）。 

 

（注１）上記の「認定相続人」とは、承継計画に記載された後継者であって、中小企業にお

ける経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者をいいます。 

 

（注２）上記の「特定事業用資産」とは、被相続人の事業（不動産貸付事業等を除かれます。

以下同。）の用に供されていた 

・土地（面積 400 ㎡までの部分に限ります。） 

・建物（床面積 800 ㎡までの部分に限ります。） 

・建物以外の減価償却資産（固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税

の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限ります。） 

 で 

・青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの 

をいいます。 

 

（注３）上記の「承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成さ

れた特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画であって、平成 31 年４月

１日から平成 36 年３月３１日までの間に都道府県に提出されたものをいいます。 

 

② 猶予税額の計算 

猶予税額の計算方法は、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例と同様と

されます。 

 

③ 猶予税額の免除 

イ 全額免除 

次の場合には、猶予税額の全額が免除されます。 

（イ）認定相続人が、その死亡の時まで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場

合 

（ロ）認定相続人が一定の身体障害等に該当した場合 
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（ハ）認定相続人について破産手続開始の決定があった場合 

（ニ）相続税の申告期限から５年経過後に、次の後継者へ特定事業用資産を贈与し、そ

の後継者がその特定事業用資産について贈与税の納税猶予制度（後述）の適用を受け

る場合 

 

ロ 一部免除 

次の場合には、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例に準じて、猶予税額

の一部が免除されます。 

（イ）同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括して譲渡する場合 

（ロ）民事再生計画の認可決定等があった場合 

（ハ）経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特定事業用資産の一

括譲渡又は特定事業用資産に係る事業の廃止をするとき 

 

（注４）上記の「経営環境の変化を示す一定の要件」は、非上場株式等についての相続税の

納税猶予制度の特例に準じた要件とします。 

なお、上記イ（ハ）又はロの場合には、過去５年間に認定相続人の青色事業専従者に支払

われた給与等で必要経費として認められない額は免除しないこととされました。 

 

④ 猶予税額の納付 

イ 認定相続人が、特定事業用資産に係る事業を廃止した場合等には、猶予税額の全額を

納付することとされました。 

ロ 認定相続人が、特定事業用資産の譲渡等をした場合には、その譲渡等をした部分に対

応する猶予税額を納付することとされました。 

 

⑤ 利子税の納付 

上記④により、猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、その納付税額について相続

税の法定申告期限からの利子税（年３．６％）（利子税の特例（貸出約定平均利率の年平均

が０．６％の場合）を適用した場合には、年０．７％）を併せて納付することとされました。 

 

⑥ その他 

イ 被相続人は相続開始前において、認定相続人は相続開始後において、それぞれ青色申

告の承認を受けていなければならないこととします。 

 

ロ 認定相続人は、相続税の申告期限から３年ごとに継続届出書を税務署長に提出しなけ

ればならないこととします。 
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ハ 認定相続人が、相続税の申告期限から５年経過後に特定事業用資産を現物出資し、会

社を設立した場合には、当該認定相続人が当該会社の株式等を保有していることその他

一定の要件を満たすときは、納税猶予を継続することとします。 

 

ニ 被相続人に債務がある場合には特定事業用資産の価額から当該債務の額（明らかに事

業用でない債務の額を除きます。）を控除した額を猶予税額の計算の基礎とする、非上場

株式等についての相続税の納税猶予制度における資産管理会社要件を踏まえた要件を設

定する等の租税回避行為を防止する措置を講ずることとします。 

 

ホ この納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等について小規模宅地等につ

いての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができないこととします。 

 

（2）（中小・個人向け・減税）個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の創設 

① 認定受贈者（１８ 歳（平成 34 年３月３１ 日までの贈与については、２０歳）以上

である者に限ります。以下同。）が、平成 31 年１月１日から平成 40 年 12 月 31 日まで

の間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供

を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用

資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予することとされました（大綱 P４４～）。 

 

② 認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても、その贈与者が

その年１月１日において 60 歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けるこ

とができることとなりました。 

③ 猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予制度と同様とします。 

 

④ 贈与者の死亡時には、特定事業用資産（既に納付した猶予税額に対応する部分を除く。）

をその贈与者から相続等により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財

産と合算して相続税を計算することとされました。その際、都道府県の確認を受けた場合

には、相続税の納税猶予の適用を受けることができるようになりました。 

 

（注）上記（1）及び（2）の改正は、平成 31 年１月１日以後に相続等又は贈与により取

得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されることとなりました。 
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（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/pdf/1_02.pdf 

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/pdf/1_02.pdf
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（出典）経済産業省  

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf 

  

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf
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（参考・コメント）～相続税・贈与税を一括して～ 

○個人事業承継税制と法人事業承継税制との比較表です。 

 個人事業承継税制 法人事業承継税制 

適用期間 2019 年 1 月 1 日 

～2029 年 12 月 31 日 

2018 年 1 月 1 日 

～2028 年 12 月 31 日 

承 継 計 画

提出期間 

2019 年 4 月 1 日 

～2024 年 3 月 31 日 

2018 年 4 月 1 日 

～2023 年 3 月 31 日 

認定申請 詳細は検討中 相続開始の日から 

8 か月以内（相続） 

対象資産 事業用土地（借地権含む）（400 ㎡） 

建物（800 ㎡）（※１） 

減価償却資産 

株式 

対象業種 個人事業主 

※医師、士業、農家等も可（※２） 

一定の中小企業者 

納 税 猶 予

割合 

100％（事業用の債務を控除した額が納税猶予の計

算の基礎） 

100％ 

全 額 免 除

規定 

・認定相続人が、その死亡の時まで、特定事業用資

産を保有し、事業を継続した場合 

・認定相続人が一定の身体障害等に該当した場合 

・認定相続人について破産手続開始の決定があっ

た場合 

・相続税の申告期限から５年経過後に、次の後継者

へ特定事業用資産を贈与し、その後継者がその特定

事業用資産について贈与税の納税猶予制度（後述）

の適用を受ける場合 

経営承継相続人等が

死亡した場合等 

一 部 免 除

規定 

・同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括し

て譲渡する場合 

・民事再生計画の認可決定等があった場合 

・経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合

において、特定事業用資産の一括譲渡又は特定事業

用資産に係る事業の廃止をするとき 

一定の場合 

猶 予 税 額

の納付 

・ 認定相続人が、特定事業用資産に係る事業を廃

止した場合等・・猶予税額の全額を納付 

・認定相続人が、特定事業用資産の譲渡等をした場

合・・その譲渡等をした部分に対応する猶予税額を

納付 

一定の場合 
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利子税 年 3.6％が原則 

※当初 5 年間は利子税がかからないとの考え方が

ない。 

年 3.6％ 

※当初5年間は利子税

がかからない。 

税 務 署 等

への報告 

相続税の申告期限から 3 年ごとに 1 回 

※経営承継期間という考え方がない 

※都道府県への届出は検討中 

経営承継期間内は毎

年 1 回 

以降 3 年に 1 回 

（※１）家事按分の考え方が現時点では不明です。 

（※２）農地等の納税猶予との併用が可能です。 

○（相続税）③ロ（ハ）「経営環境の変化を示す一定の要件がある場合において」ですが、

法人事業承継税制と同様の要件になると思われます。しかし、例えば法人事業承継税制の場

合、経営環境の悪化と株価の下落はある程度連動する理解ができますが、個人事業用資産の

連動は実務上の想定が難しい可能性があります。このあたりをどのように計算していくか

が不明です。 

○（相続税）⑥ハ個人医業者の取扱いが不明です。現行では、個人医業者が法人成すると持

分なし医療法人になります。そうすると株式等の継続保有要件に該当しないことになりま

す。個人医業者の法人成りについては今後の制度改正も含めて注視が必要です。 

○（相続税）債務控除できる事業用債務の額からは明らかに事業用でないもの（住宅ローン、

教育ローン等）が除かれます。 

○（相続税）⑥ホ公益社団法人日本医師会は今回の改正大綱について個人事業承継税制を歓

迎すると表明しています。個人医業者に対してのアカウンタビリティーは必須と考えます

（個人歯科医についても同様と思慮します）。 

（参考）https://www.med.or.jp/nichiionline/article/008311.html 

○（相続税）遊休不動産を第三者に賃貸すること等による節税策を防止するために、法人の

事業承継税制における資産管理会社要件を踏まえた要件設定等、所要の措置を講ずる模様

です。 

不動産貸付業等は除かれますが、現行の特定事業用宅地等と同様の範囲（判定）になるか

不明です。 

○（相続税）法人の事業承継税制と比較すると 

☞利子税の 5 年経過後の軽減措置がない？（大綱では記載されておりませんが、整合性が

要求される点だと思われます）。 

☞継続届出書が法人の場合、「当初 5 年間は年 1 回」というのがあるが、相続開始から 3 年

に 1 回となっている 

等々に特徴的な点があります。 

○（相続税）小規模宅地等のうち特定事業用宅地等と併用不可ですが、特定居住用との併用

関係は不明です。また貸付事業用との併用の可否、その場合の計算方式も不明です。また、

選択同意書に後継者もサインを要するのかも不明です。 

https://www.med.or.jp/nichiionline/article/008311.html
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○（贈与税）「④ 贈与者の死亡時には、特定事業用資産（既に納付した猶予税額に対応する

部分を除く。）をその贈与者から相続等により取得したものとみなし、贈与時の時価により

他の相続財産と合算して相続税を計算することとされました。」とあるように贈与時からの

時価下落リスクに留意しなければなりません。当然、生前贈与の場合には不動産取得税、登

録免許税が課税されますし、減価償却資産に至っては、相続時まで当然減価していきます。

そういった点を制度的に担保しないと、事実上「使えない制度」になる可能性はあります。 

○（贈与税）推定相続人以外にも相続時精算課税の適用が可能ですが、現行法人事業承継税

制と同様の問題点が生じる可能性があります。 

○（贈与税）2028 年に贈与税の納税猶予を受けた認定相続人は、相続税の納税猶予の適用

を受けることができるか不明です。 

○（贈与税）法人の事業承継税制では目玉であった複数贈与・複数受贈の考え方が個人版で

も採用されるか不明です。 

 

（3）（中小・個人向け・納税者不利）特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続

税の課税価格の計算の特例の見直し 

 

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の

範囲から、相続開始前３年以内に事業の用に供された宅地等（当該宅地等の上で事業の用に

供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の 15％以上である場合を

除きます。）を除外することとされました（大綱 P４４～）。 

 

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に相続等により取得する財産に係る相続税に

ついて適用されます。ただし、同日前から事業の用に供されている宅地等については、適用

しないこととなりました。 

 

（参考・コメント） 

○貸付事業用の小規模宅地特例（平成 30 年度改正項目）みたく節税を目的とした駆け込み

的な適用など、本来の趣旨を逸脱した運用を防止するために設けられた措置です。 

○現行の小規模宅地等の問題点である 

・事業継続要件がない 

⇒相続後の宅地を短期間で売却することも可能（平成 29 年 11 月会計検査院報告） 

・債務控除の濫用が可能 

 ⇒個人事業者の債務には事業用・非事業用の区別がないため、事業用宅地等の購入のため

に行った借入に係る債務を、非事業用資産と相殺（債務控除）することが可能。そのため、

事業と無関係な資産にまで節税効果が及びます。 

（例）事業用宅地等 1 億円を全額借入金（1 億円）で取得、他に非事業用資産 1 億円が
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あるとする。 

 課税価格は 2,000 万円 

 事業用宅地等  1 億円×２０％＝2,000 万円 

 非事業用資産  1 億円 

 債務控除   △1 億円 

※当該問題点についてはタワーマンション節税でも同様です。 

・事業を承継しない相続人への税額への波及 

については同様の問題がある貸付事業用宅地等とあわせて今後の課題とされています。 

 

（大綱 P6～） 

・・・、現行の事業用の小規模宅地特例について、貸付事業用の小規模宅地特例の例になら

い、節税を目的とした駆け込み的な適用など、本来の趣旨を逸脱した適用を防止するための

最小限の措置を講ずる。その上で、本特例については、相続後短期間での資産売却が可能で

あること、債務控除の併用等による節税の余地があること、事業を承継する者以外の相続人

の税額に効果が及ぶことなどの課題があることを踏まえ、事業承継の支援という制度趣旨

を徹底し、制度の濫用を防止する観点から、同様の課題を有する貸付事業用の小規模宅地特

例とあわせて、引き続き検討を行っていく。 

 

このため現時点においても「相続開始後１０か月経過したら売却してよい」とのアドバ

イスは今後可能な限り控えるべきです。 

 

○特定事業用宅地等に該当しない恐れがあるかどうかの早めの判定を講ずる必要がありま

す。 

仮に該当しない恐れがある場合、資産を再編し、特定同族会社事業用宅地等の適用を検討

するか、新設の個人版事業承継税制の適用を検討するかのいずれかが有利になります。 

 

２（中小・個人向け・増税）教育資金の一括贈与非課税措置の見直し 

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措

置を講じた上、その適用期限を２年延長することとされました（大綱 P４５～）。 

 

（1）信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が 1,000 万円を超える場

合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けること

ができないこととされました。 

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る

贈与税について適用されます。 

（2）教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が 23 歳に達した日
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の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に

関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設

の利用料を除外することとされました。 

ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しない

こととされました。 

（注）上記の改正は、平成 31 年７月１日以後に支払われる教育資金について適用されます。 

 

（3）信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合

（その死亡の日において次のいずれかに該当する場合を除く。）において、受贈者が当該贈

与者からその死亡前３年以内に信託等により取得した信託受益権等について本措置の適用

を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を、当該受贈者が当該贈与者か

ら相続又は遺贈により取得したものとみなすこととされました。 

① 当該受贈者が 23 歳未満である場合 

② 当該受贈者が学校等に在学している場合 

③ 当該受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 

（注１）上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、

贈与者からその死亡前３年以内に信託等により取得した信託受益権等の価額に対応する金

額をいいます。 

 

（注２）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に贈与者が死亡した場合について適用され

ます。 

ただし、同日前に信託等により取得した信託受益権等の価額は、上記（注１）の信託受益権

等の価額に含まれないものとすることとされました。 

 

（4）教育資金管理契約の終了事由について、受贈者が 30 歳に達した場合においても、そ

の達した日において上記（3）②又は③のいずれかに該当するときは教育資金管理契約は終

了しないものとし、その達した日の翌日以後については、その年において上記（3）②若し

くは③のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年 12 月 31 日又は当該受

贈者が４０ 歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとするこ

ととされました。 

 

（注）上記の改正は、平成 31 年７月１日以後に受贈者が 30 歳に達する場合について適用

されます。 
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（出典）税制調査会 https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen18kai.html 

 

 

 

  

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen18kai.html
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（参考・コメント） 

○改正前後を比較します。 

 改正前 改正後 

適用期限 平成 31 年 3 月 31 日まで 平成 33 年 3 月 31 日まで 

受贈者所得要件 なし 贈与時の受贈者の合計所得金額

が 1,000 万円を超えるときは適

用不可 

教育資金範囲 年齢を問わず、一律に使途

の範囲が限定 

２３歳以上の者の教育資金の範

囲で 

①学校等に支払われる費用 

②学校等に関連する費用 

（留学渡航費等） 

③学校等以外の者に支払われる

費用で、教育訓練給付金の支給

対象となる教育訓練を受講する

ために支払われるものに限定 

（上記図表 500 万円部分） 

残高に対する贈与税課税 30歳到達時に、その時点の

残高に対して贈与税課税 

３０歳到達時点において、現に 

①学校等に在学し、又は②教育

訓練給付金の支給対象となる教

育訓練を受講している場合に

は、その時点で残高があっても

贈与税を課税しない。 

その後、①又は②の事由がなく

なった年の年末に、その時点の

残高に対して贈与税を課税する

（ただし、それ以前に４０歳に

達したときには、その時点の残

高に対して贈与税課税） 

贈与者死亡時の残高 贈与者死亡の場合でも祖

の時点の残高を相続財産

に加算しない 

贈与者の相続開始前３年以内に

行われた贈与について、贈与者

の相続開始日において受贈者が

次のいずれに該当する場合を除

き、相続開始時におけるその残

高を相続財産に加算 
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（※2 割加算の取扱いは？） 

①２３歳未満である場合 

②学校等に在学している場合 

③教育訓練給付金の支給対象と

なっている教育訓練を受講して

いる場合 

○（１）～（３）までが納税者不利の改正です。 

特に（３）において相続直前の駆け込み的な信託を防止することとされました。現行、贈

与者死亡の場合でも、その時点の残高を相続財産に加算しないこととされているため、相続

直前の駆け込み信託贈与が流行しているところでした。これを防止するという措置です。 

○信託受益等の贈与が 3 年またぎになっている場合、その間教育資金の払い出しが行われ

ている場合の具体的な計算方法が不明です。 

○2 割加算するのか不明です。 

○孫に対する贈与なら実務上、関係ないところでしょう。 

 

３（中小・個人向け・増税）結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し 

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、

次の措置を講じた上、その適用期限を２年延長することとされました（大綱 P４６～）。 

 

（1）信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が 1,000 万円を超える場

合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けること

ができないこととされました。 

 

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る

贈与税について適用されます。 
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（出典）税制調査会 https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen18kai.html 

  

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen18kai.html


58 

  

（参考・コメント） 

○納税者不利の改正です。 

○現行制度においても「相続税回避行為を防止するため、贈与者死亡時の残高を相続財産に

加算する」こととされています。したがって、教育資金のような改正は入っておりません。 

○孫に対する贈与なら実務上、関係ないところでしょう。 

 

４ 租税特別措置等 

（１）（中小・個人向け・納税者有利）非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

について、次の措置を講ずることとされました（特例制度についても同様とします。）（大綱

P４７～）。 

① 贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件を１８ 歳以上（現行：２０ 歳以上）に

引き下げることとされました。 

 

② 一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社に

該当した場合においても、その該当した日から６月以内にこれらの会社に該当しなくな

ったときは、納税猶予の取消事由に該当しないものとすることとされました。 

 

③ 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の適用を受ける場合には

贈与税の納税猶予の免除届出の添付書類を不要とする等、手続の簡素化を行うこととさ

れました。 

 

（注）上記①の改正は、平成 34 年４月１日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に

ついて適用することとされました。 

 

（参考・コメント） 

○現行の法人事業承継税制では、「直前の事業年度開始の日から納税猶予の期限確定までの

いずれかの日における特定資産保有割合が７０％以上になった会社（その間、1 日でも満た

すと該当することになります）」のカッコ書きが要件緩和になった部分です。 

○現行制度では「1 日でも満たすと該当する」要件から、多額の設備投資等について委縮さ

れていた現状を踏まえての納税者有利の改正です。 

設備投資目的で借入をした場合、一時的に現金が増加した場合等が考えられます。 

一方で特定資産を売却し、資産運用型会社の判定に該当してしまうことを回避するための

措置でもあると考えられます（当該売却代金が特定資産からの収入に該当するため）。 

○資産保有型会社、資産運用型会社が使いやすくなったわけですが、個人版事業承継税制も

整合性をとるのか不明です。 

○「一定のやむを得ない事情」は今後通達等で明らかにされると思われます。 
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○認定申請時に資産保有型会社等に該当している場合は法人事業承継税制の適用はできま

せん。本改正はあくまで事業承継税制適用後の救済措置です。 

○資産保有型会社は「日」で判定しますが、資産運用型会社は「事業年度」で判定します。

ですから資産運用型会社については、大綱本文中の「その該当した日」という一時点を指す

文言の詳細の意味が不明です。 

 

〈登録免許税〉 

（１）（中小・個人向け・減税）土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税

の税率の軽減措置の適用期限を２年延長することとされました（大綱 P48～）。 

（出典）国土交通省 http://www.mlit.go.jp/common/001265140.pdf 

（地方税） 

http://www.mlit.go.jp/common/001265140.pdf
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〔新設〕 

（１）（減税））所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する地域福利増

進事業を実施する者が当該事業の用に供する一定の土地及び償却資産に係る固定資産税及

び都市計画税について、課税標準を最初の５年間価格の３分の２とする特例措置を平成 33 

年３月 31 日まで講ずることとされました（P４９～）。 

（２）（減税）新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用

期限を２年延長することとされました（P５３～）。 

 

（３）（減税）新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る不動産取得税の課税標準の特

例措置及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置の適用期限を２年延

長することとされました（P５５～）。 

（出典）厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000462285.pdf 

 

５ その他（大綱 P56～） 

（1）（中小・個人向け）相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢を 18 歳未満（現

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000462285.pdf
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行：20 歳未満）に引き下げることとされました。 

 

（2）（中小・個人向け）次に掲げる制度における受贈者の年齢要件を 18 歳以上（現行：20 

歳以上）に引き下げることとされました。 

 

① 相続時精算課税制度 

② 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例 

③ 相続時精算課税適用者の特例 

④ 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度（特例制度についても同様とします。）（再

掲） 

 

（注）上記（1）及び（2）の改正は、平成 34 年４月１日以後に相続若しくは遺贈又は贈与

により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。 

 

（3）（中小・個人向け）民法（相続関係）の改正に伴い、次の措置を講ずることとされまし

た。 

① 相続税における配偶者居住権等の評価額を次の通りとすることとされました。 

 

イ 配偶者居住権 

建物の時価－建物の時価×（残存耐用年数－存続年数）／残存耐用年数×存続年数に応じ

た民法の法定利率による複利現価率 

 

ロ 配偶者居住権が設定された建物（以下「居住建物」という。）の所有権 

建物の時価－配偶者居住権の価額 

 

ハ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利 

土地等の時価－土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率 

 

ニ 居住建物の敷地の所有権等 

土地等の時価－敷地の利用に関する権利の価額 

（注１）上記の「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定され

ていない場合の建物の時価又は土地等の時価とすることとされました。 

（注２）上記の「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用

年数（住宅用）に１．５を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数

をいいます。 
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（注３）上記の「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数を

いいます。 

 

（イ）配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合  

・・・配偶者の平均余命年数 

（ロ）（イ）以外の場合  

・・・遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数 

（配偶者の平均余命年数を上限とします。） 

（注４）残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合

には、上記イの「（残存耐用年数－存続年数）／残存耐用年数」は、零とします。 

 

② 物納劣後財産の範囲に居住建物及びその敷地を加えることとされました。 

 

③ 配偶者居住権の設定の登記について、居住建物の価額（固定資産税評価額）に対し 1,000 

分の２の税率により登録免許税を課税することとされました。 

 

④ 特別寄与料に係る課税について、次の通りとするとされました。 

イ 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、当該特別寄与者

が、当該特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみな

して、相続税を課税することとされました。 

ロ 上記イの事由が生じたため新たに相続税の申告義務が生じた者は、当該事由が生じた

ことを知った日から１０ヶ月に相続税の申告書を提出しなければならないこととされま

した。 

ハ 相続人が支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人に係る相続税の課税価格から控除

することとされました。 

ニ 相続税における更正の請求の特則等の対象に上記イの事由を加えることとされまし

た。 

 

⑤ 遺留分制度の見直しに伴う所要の措置を講ずることとされました（所得税についても同

様です。）。 
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（出典）税制調査会 https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen18kai.html 

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen18kai.html
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（出典）法務省 http://www.moj.go.jp/content/001275267.pdf 

 

http://www.moj.go.jp/content/001275267.pdf
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（参考・コメント） 

○上記の図表の第１「配偶者の居住権を保護するための方策」第 6「相続人以外の者の貢献

を考慮するための方策」について大綱で整備されたものです。 

○配偶者居住権のポイントは下記の通りです。 

 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期

間、配偶者にその使用または収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し、遺産分割

における選択肢の 1 つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができること、ま

た、被相続人が遺贈によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする

といったものです。 
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（参考・コメント） 

○上記の図表のケースの場合、 

（現行制度） 

（配偶者） 

自宅 小規模宅地等適用後 2,000 万円×２０％＝400 万円 

預貯金 500 万円 

計 900 万円 

（相続人） 

預貯金 2,500 万円 

（合計） 3,400 万円となります。 

（制度導入） 

（配偶者） 

配偶者居住権 小規模宅地等適用後 1,000 万円×２０％＝200 万円 

預貯金 1,500 万円 

計 1,700 万円 

（相続人） 

負担付所有権 1,000 万円+預貯金 1,500 万円＝2,500 万円 

（合計）4,200 万円 

となります。 

上記のように小規模宅地等特例の影響が及んでくることから今まで以上に遺産分割のアド

バイスは重要になっていきます。 
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（出典）法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
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（参考・コメント） 

○相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の

要件のもとで、相続人に対し金銭請求をすることができるようになったものです。 

 

（参考）その他の民法改正事項（相続関係） 

○相続法の改正（平成 30 年 7 月 6 日成立・7 月 13 日公布） 

 平成 30 年 7 月 6 日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第

72 号）が成立しました（平成 30 年 7 月 13 日公布されました）。 

 民法のうち相続法の分野は、昭和 55 年以来、大きな見直しがなされてきませんでした。

その間に、社会の高齢化がさらに進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高ま

っているため、その保護の必要性は指摘されてきました。 

 今回の相続法の見直しは、このような社会的情勢の変化に対応するものです。残された配

偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り

込まれました。 

 改正日の施行期日ですが 

・自筆証書遺言の方式緩和・・・平成 31 年 1 月 13 日～ 

・配偶者居住権等の創設・・・平成 32 年 4 月 1 日～ 

・それ以外・・・平成 31 年 7 月 1 日～ 

です。 

※上記に加えて、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、平成 32 年 7 月 10 日

に施行されます。 

さらに、預貯金債権の仮払い制度で、一金融機関ごとの上限額について、パブコメどおり、

150 万円とする省令も同日に公布されます。 
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（参考）配偶者短期居住権 

○遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限定して保護する方策です。 

○下記に大別されます。 

１）居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律 

 配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、遺産分割

よりその建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から 6 か月を経過する日のいず

れか遅い日までの間、引き続き無償でその建物の使用可能。 

２）遺贈などにより、配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が

相続放棄をした場合など上記１）以外の場合 

 配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、居住建物

の所有権を取得した者は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申し入れをす

ることができますが、配偶者はその申し入れを受けた日から 6 か月を経過するまでの間に、

引き続き無償でその建物を使用することが可能です。 
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（出典）法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
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（参考・コメント） 

○配偶者居住権等の評価方法は下記の通りです。 

 

（出典）民法（相続関係）の改正に伴う税制上の措置（案） 

（注１）②の法定耐用年数（非事業用）は通常の耐用年数の１．５倍とされます。 

（注２）②の分数式について分子が０になる場合には、０とします。 

（注３）配偶者の平均余命が長いほど（配偶者が若いほど、又は建物が古いほど）②建物所

有権④土地所有権は低く算出されます。 

したがって、①配偶者居住権（建物）③配偶者居住権（敷地に関する権利）はそれに応じ

て高く算出されます（実務上は②⇒①及び④⇒③で算定されることになります）。 

（注４）民法の法定利率は 2020 年 4 月 1 日から年３％（現行年５％）となり、その後３年

おきに見直されます。 

（注５）平均余命年数は所得税法施行令「別表 余命年数表（第八十二条の三、第百八十五

条関係）」によります。 

○上記の適用時期は大綱に明記されておりません。 

○配偶者居住権について 

・二次相続の場合の計算方法（配偶者が亡くなった時の課税関係） 

・売却した場合の課税関係 

が明らかにされておりません。 

○実務上は抵当権設定との絡みでも問題が生じる可能性があります（現行の改正案でいく

と登記の前後で決定します）。 

○特別寄与料の取扱いは下記の通りです。 

☞財産 1 億円 配偶者、子 A、子 B、特別寄与者（子 A の配偶者など）が相続人  

☞法定相続分通り分割 

☞特別寄与料は 300 万円だとする。 

  

①配偶者居住権（建物）
建物の相続税評価額-下記②

②建物所有権

（※１）存続年数は、配偶者の平均余命年数を上限とします。

③配偶者居住権（敷地に対する権利）・・・小規模宅地等の特例対象
土地の相続税評価額-下記④

④土地所有権

土地の相続税評価額 ×
存続年数に応じた民法の
法定利率による複利現価率

建物の相続税評価額 ×
法定耐用年数（非事業用）-築年数

法定耐用年数（非事業用）-築年数-居住権の存続年数（※1）
×

存続年数に応じた民法の
法定利率による複利現価率
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配偶者  （1 億円-300 万円）（※これをみなし相続財産といいます）×1／2 

  子 A   （1 億円-300 万円）×１／２×１／２ 

 子 B   （1 億円-300 万円）×１／２×１／２ 

 特別寄与者（子 A の配偶者）300 万円 

○特別寄与料の税務上適正な評価額については公表されませんでした。従来実務における

「療養介護等の日当分×日数」で認められるか、現時点では不明です。 

 

（4）（中小・個人向け・事務負担減）次に掲げる書類について、住民票の写しの添付を要し

ないこととされました（大綱 P５８～）。 

 

① 相続時精算課税選択届出書 

 

② 障害者非課税信託申告書 

 

（注）上記①の改正は、平成 32 年１月１日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に

ついて適用されます。 
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三 法人課税 

１（減税）イノベーション促進のための研究開発税制の見直し 

試験研究を行った場合の税額控除制度（研究開発税制）について、次の見直しを行うこと

とされました（次の（1）の控除税額の上限の見直しを除き、所得税についても同様としま

す。）（大綱 P６０～）（なお、地方税についても同様です。（大綱 P６２～） 

 

【総額型】（1）（減税）試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除率を次の

通り見直した上、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限を当期の法人税

額の４０％（現行：２５％）に引き上げることとされました。 

 

① 増減試験研究費割合が８％超 

・・・９．９％＋（増減試験研究費割合－８％）×０．３ 

② 増減試験研究費割合が８％以下 

・・・９．９％－（８％－増減試験研究費割合）×０．１７５ 

（注１）上記の「研究開発を行う一定のベンチャー企業」とは、設立後１０ 年以内の法

人のうち当期において翌期繰越欠損金額を有するもの（大法人の子会社等を除く。）をい

います。 

（注２）上記①については、１０％を上限とします（現行と同じです。）。 

（注３）上記②については、６％を下限とします（現行と同じです。）。 

 

【高水準型廃止】⇒【総額型へ一本化】（2）（減税）試験研究費の額が平均売上金額の１０％

を超える場合における試験研究費の総額に係る税額控除制度の控除税額の上限の上乗せ特

例について、次の通り改組した上、その適用期限を２年延長することとされました。 

 

① 試験研究費の総額に係る税額控除制度における控除税額の上限（当期の法人税額の２

５％又は４０％）に、当期の法人税額に試験研究費割合から１０％を控除した割合を２倍

した割合（１０％を上限とする。）を乗じて計算した金額を上乗せすることとされました

（現行と同じです。）。 

 

② 試験研究費の総額に係る税額控除制度における税額控除率を、上記（1）①及び②並び

に（注３）により算出した率に、その算出した率に控除割増率を乗じて計算した率を加算

した率とすることとされました（小数点以下３位未満の端数は切捨て）。 

 

（注）上記の「控除割増率」とは、試験研究費割合から１０％を控除した割合に０．５ を

乗じた割合（１０％を上限とする。）をいいます。 
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【総額型】（3）（減税）試験研究費の総額に係る税額控除制度の税額控除率（上記（1）及び

（2）②）の上限を１４％（原則：１０％）とする特例の適用期限を２年延長することとさ

れました。 

 

【中小企業向け】（4）（中小・個人向け・減税）中小企業技術基盤強化税制について、増減

試験研究費割合が５％を超える場合の特例を増減試験研究費割合が８％を超える場合の特

例に見直した上、その適用期限を２年延長することとされました。 

また、上記（2）②と同様に、試験研究費の額が平均売上金額の１０％を超える場合に税

額控除率を割り増す措置を講ずることとされました。 

 

【OI（オープンイノベーション）型】（5）（減税）特別試験研究費の額に係る税額控除制度

について、次の見直しを行うこととされました。 

① 対象となる特別試験研究費の額に、次の要件を満たす企業間の委託研究に要する費用の

額を加え、その税額控除率を下記③を除き２０％とすることとされました。 

 

イ 受託者の委託に基づき行う業務がその受託者において試験研究に該当するものであ

ること。 

 

ロ 委託に係る委任契約等（契約又は協定で、委任又は準委任の契約その他これに準ずる

ものに該当するものをいう。）において、その委託して行う試験研究の目的とする成果を

その委託に係る委任契約等に基づき委託法人が取得するものとされていること。 

 

ハ 次のいずれかを満たすこと。 

（イ）委託して行う試験研究が委託法人の基礎研究又は応用研究であること。 

（ロ）委託して行う試験研究が受託者の知的財産権等を利用するものであること。 

（注）上記の「知的財産権等」とは、知的財産権、これに準ずるノウハウ（第三者との

契約により受託者が権利を有することが明らかなものに限る。）その他これらを活用し

た機械その他の減価償却資産をいう。 

 

ニ 委託に係る委任契約等において、その委託に係る試験研究が委託法人の工業化研究に

該当するものでない旨又は受託者の知的財産権等を利用するものである旨その他一定の

事項が定められていること。 

 

② 研究開発型ベンチャー企業との共同研究及び研究開発型ベンチャー企業への上記①の

委託研究に係る税額控除率を２５％とすることとされました。 

（注）上記の「研究開発型ベンチャー企業」とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者で
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その発行する株式の全部又は一部が同法の認定ベンチャーファンドの組合財産であるもの

その他これに準ずるものをいいます。 

 

③ 控除税額の上限を当期の法人税額の１０％（現行：５％）に引き上げることとされまし

た。 

 

④ 特別試験研究費のうち大学等との共同研究に係る費用について、研究開発のプロジェク

トマネジメント業務等を担う者の人件費の適用を明確化することとされました。 

【高水準型の廃止】（6）（減税）上記（2）の改組に伴い、平均売上金額の１０％を超える試

験研究費に係る税額控除制度を廃止することとされました。 

（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/pdf/1_02.pdf 

 

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/pdf/1_02.pdf
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←（３） 

←（１） 

←（５）③ 

←（２） 

（２）→ 

（１）（４）→ 

（５）③→ 
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←（３） 

←（５） 
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←（５） 

←（２） 
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（出典）厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000462285.pdf 

←（４） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000462285.pdf
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（参考・コメント） 

○大綱本文と各省庁資料との対応は上記で「←（１）」等々で示しております。 

○中小企業技術基盤強化税制について見直しについて「税額控除率」「控除上限額」をまと

めます。 

 改正前 改正後 

税額控除率 １２％  

（平成 31 年 3 月末まで） 

 

増減試験研究費割合が５％超の場

合 

・・・試験研究費の額×（12%＋ （増

減試験研究費割合 － 5%） × 0.3）  

※控除率の上限は 17%となります。 

 

１２％  

（平成 33 年 3 月末まで） 

 

増減試験研究費割合が８％超の場合 

・・・ 試験研究費の額×（12%＋ （増

減試験研究費割合 － 8%） × 0.3）  

※控除率の上限は 17%となります。 

 

控除限度額 ２５％  

（平成 31 年 3 月末まで） 

 

 ・増減試験研究費割合が５％超 

の場合  

・・・法人税額×35%  

※高水準型との選択適用です。 

 

 

・増減試験研究費割合が５％以下 

の場合  

・・・法人税額×25% ＋ 法人税額×

（試験研究費割合－10%）× 2  

（法人税額×１０％が上限） 

 ※高水準型との選択適用です。 

 

２５％  

（平成 33 年 3 月末まで） 

  

・増減試験研究費割合が８％超の場

合  

・・・法人税額×35%  

 

※上乗せ措置である高水準型は廃止

されました。  

 

・増減試験研究費割合が８％以下 

の場合  

・・・法人税額×25% ＋ 法人税額×（試

験研究費割合－10%）× 2  

（法人税額×１０％が上限）  

※上乗せ措置である高水準型は廃止

されました。 

 

○大企業型、中小企業技術基盤強化税制、オープンイノベーション型全てにおいて試験研究

費の額が増加すれば控除額も拡大することがわかります。 
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２ 中堅・中小・小規模事業者の支援 

（1）（中小・個人向け・減税）中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限が２年延

長されます（大綱 P６４～）。 

 

（2）（中小・個人向け・減税）中小企業投資促進税制の適用期限が２年延長されます（所得

税についても同様とします。）（大綱 P64～）。 

 

（3）（中小・個人向け・減税）中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別

償却又は税額控除制度（中小企業経営強化税制）について、特定経営力向上設備等の範囲の

明確化及び適正化を行った上、その適用期限を２年延長することとされました（所得税につ

いても同様とします。）（大綱 P６４～）。 

 

（参考・コメント） 

○「特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行った上」とありますが、今後明確

化されていくものと考えられます。 

 

（4）（中小・個人向け・減税）特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却

又は税額控除制度について、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高

又は営業利益の伸び率が年２％以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援

機関等の確認を受けることを適用要件に加えた上、その適用期限を２年延長することとさ

れました（所得税についても同様とします。）（大綱 P６４～）。 

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に取得等をする経営改善設備について適用さ
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れます。 

なお、同日前に交付を受けた経営改善指導助言書類に係る経営改善設備のうち同年９月

３０日までに取得等をしたものについては、上記の確認を受けることを不要とする経過措

置を講ずることとされました。 

 

（参考・コメント） 

○上記（４）「経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の

伸び率が年２％以上となる見込み」というふうに収益力向上要件が加わることに留意して

ください。 

 

←（２） 

←（３） 

←（４） 
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←（２） 
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←（４） 

←（３） 
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（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html 

 

（５）（中小・個人向け・減税）中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告書を提出

する中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）のうち同法の事業継続力強化計

画又は連携事業継続力強化計画（仮称）の認定を受けたものが、同法の改正法の施行の日か

ら平成 33 年３月 31 日までの間に、その認定に係る事業継続力強化計画又は連携事業継続

力強化計画に係る特定事業継続力強化設備等の取得等をして、その事業の用に供した場合

には、その取得価額の２０％の特別償却ができることとすることとされました（所得税につ

いても同様とします。）（大綱 P64～）。 

 

（注１）上記の「中小企業者」とは、中小企業等経営強化法の中小企業者であって租税特別

措置法第 42 条の４第８項第６号の中小企業者その他これに準ずる法人に該当するものを

いいます。 

 

（注２）上記の「特定事業継続力強化設備等」とは、中小企業等経営強化法の事業継続力強

化設備等（仮称）として認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画（仮称）

に記載された機械装置、器具備品及び建物附属設備のうち、一定の規模以上のものをいいま

す。 

 

（注３）上記の「一定の規模以上のもの」とは、それぞれ次のものをいいます。 

① 機械装置 １台又は１基の取得価額が 100 万円以上のもの 

② 器具備品 １台又は１基の取得価額が 30 万円以上のもの 

③ 建物附属設備 一の取得価額が 60 万円以上のもの 

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html
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（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html 

（６）（減税）法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置等におけるみなし大企業の範囲

について、次の見直しを行うこととされました（大綱 P65～）。 

 

① 中小企業投資促進税制、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却

又は法人税額の特別控除制度、中小企業経営強化税制、被災代替資産等の特別償却制度及

び上記（５）の制度について、次の通り、事業承継ファンドを通じて株式を保有されてい

る場合の措置を講ずることとされました。 

中小企業等経営強化法の事業再編投資計画の認定に係る投資事業有限責任組合の組合

財産である株式を発行した中小企業者について、中小企業投資促進税制、特定中小企業者

等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度、中小企業経

営強化税制、被災代替資産等の特別償却制度及び上記（５）の制度のみなし大企業の判定

における大規模法人の有する株式又は出資から、その投資事業有限責任組合に係る組合

員の出資をした独立行政法人中小企業基盤整備機構の有する株式を除外することとされ

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html
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ました。 

 

② みなし大企業の判定において、大規模法人に次の法人を加えるとともに、その判定対

象となる法人の発行済株式又は出資からその有する自己の株式又は出資を除外すること

とされました。 

イ 大法人の１００％子法人 

ロ １００％グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を保有されてい

る法人 

（注）上記の「大法人」とは、資本金の額若しくは出資金の額が５億円以上である法人、

相互会社若しくは外国相互会社（常時使用従業員数が 1,000 人超のものに限る。）又は受

託法人をいいます。 

（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html 

  

←（６）① 

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html
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（参考・コメント） 

○租税特別措置法のみなし大企業の範囲と法人税法上のみなし大企業の範囲は異なります。 

（現行） 

措置法のみなし大企業 法人税法上のみなし大企業 

○同一の大規模法人に発行済株式（自己株

式は除かれます）の１／２以上を直接に保

有されている資本金 1 億円以下の法人 

○複数の大規模法人に発行済株式（自己株

式は除かれます）の２／３以上を直接に保

有されている資本金 1 億円以下の法人 

 

※大規模法人 

・資本金 1 億円超の法人 

・非出資で従業員数 1,000 人超の法人 

 

○大法人に発行済株式の全部を直接・間接

に保有されている資本金 1 億円以下の法人 

○１００％グループ内の複数の大法人に発

行済株式の全部を直接・間接に保有されて

いる資本金 1 億円以下の法人 

 

※大法人 

・資本金 5 億円以上の法人 

・相互会社、外国相互会社 

・受託法人 

（注 1）いわゆる）大法人（資本金 1 億円

超の法人とは異なります。 

（注 2）１００％グループ企業の一体性に

着目したもの 

今回の改正で上記表、措置法のみなし大企業において大規模法人の範囲に 

・１００％グループ内の大法人（資本金 5 億円以上の法人、相互会社、外国相互会社（常

時使用人数が 1,000 人超のもの）又は受託法人）に発行済株式の全部を直接・間接に保有

されている法人 

が含まれることとなりました。 

○中小向け優遇措置の適用対象者である「中小企業者」の範囲が縮小されることになります。

この改正により影響を受ける中小企業向け優遇税制は下記の通りです。 

・中小企業投資促進税制  

・中小企業経営強化税制  

・商業・サービス業・農林水産業活性化税制  

・研究開発税制  

・所得拡大促進税制  

・被災代替資産等の特別償却 

・中小企業防災・減災投資促進税制（31 年度新設、上記（５）） 

・中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例 

○改正のイメージ 



97 

  

 

３ 地方創生の推進 

（1）（減税）地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特

別償却又は税額控除制度（地域未来投資促進税制）について、関係法令の改正を前提に、次

の措置を講じた上、その適用期限を２年延長することとされました（所得税についても同様

とします。）（大綱 P６７～）。 

① 承認地域経済牽引事業について主務大臣の確認を受ける事業年度の前事業年度の付

加価値額がその確認を受ける事業年度の前々事業年度の付加価値額より８％以上増加し

ていることとの要件を満たす場合には、その承認地域経済牽引事業の用に供した機械装

置及び器具備品について、特別償却率を５０％（現行：４０％）に、税額控除率を５％（現

行：４％）に、それぞれ引き上げます。 

 

② 承認地域経済牽引事業の実施場所が平成 29 年７月 31 日以前に発生した特定非常災

害により生産活動の基盤に著しい被害を受けた地区である場合において、その計画承認

日が特定非常災害発生日から５年（現行：３年）を経過していないときは、その承認地域

経済牽引事業の主務大臣の確認要件のうち先進性に係る要件を満たすものとすることと

されました。 

 

③ 適用投資額の上限を 80 億円（現行：100 億円）に引き下げることとされました。 

改正後

中小企業者に非該当

中小企業者に非該当

大法人

大法人の子法人
（資本金1億円以下）

孫法人
（資本金1億円以下）

中小企業者に非該当

中小企業者に該当

改正前
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（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html 

（参考・コメント） 

機械装置、器具備品についてはシミュレーションが必要です。 

 

４ 都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築（大綱 P７０～） 

（1）（中小・個人向け）法人事業税（所得割及び収入割に限る。）の税率の改正 

法人事業税の標準税率を次の通りとし、平成 31 年 10 月１日以後に開始する事業年度か

ら適用することとされました。 

① 資本金の額又は出資金の額（以下「資本金」という。）１億円超の普通法人の所得割の 

標準税率 

現 行     改正案 

年 400 万円以下の所得         1.9％    0.4％ 

年 400 万円超年 800 万円以下の所得  2.7％       0.7％ 

年 800 万円超の所得                  3.6％        1％ 

←（１）① 

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html
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② 資本金１億円以下の普通法人等の所得割の標準税率 

現 行       改正案 

年 400 万円以下の所得                 5％        3.5％ 

年 400 万円超年 800 万円以下の所得   7.3％       5.3％ 

年 800 万円超の所得                  9.6％         7％ 

③ 特別法人の所得割の標準税率 

現 行       改正案 

年 400 万円以下の所得                 5％        3.5％ 

年 400 万円超の所得                  6.6％       4.9％ 

（特定の協同組合等の年 10 億円超の所得 7.9％       5.7％） 

④ 収入金額課税法人の収入割の標準税率 

現 行       改正案 

電気供給業、ガス供給業及び保険業    1.3％        1％ 

を行う法人の収入金額に対する税率 

 

（注１）資本金１億円超の普通法人の所得割の制限税率について、標準税率の１．７ 倍（現

行：１．２ 倍）に引き上げる措置を講ずることとされました。 

 

（注２）３以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人のうち資本金 1,000 

万円以上であるものの所得割に係る税率については、軽減税率の適用はありません。 

 

（注３）上記の「現行」とは、平成 31 年 10 月以降に適用することとされている税率に関

する規定です。 

（2）特別法人事業税（仮称）の創設（中小・個人向け） 

① 特別法人事業税（仮称）の基本的な仕組み 

イ 納税義務者等 

特別法人事業税（仮称）は、法人事業税（所得割又は収入割）の納税義務者に対して課する

国税とすることとされました。 

ロ 課税標準 

法人事業税額（標準税率により計算した所得割額又は収入割額とします。） 

ハ 税率 

（イ）付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額に    ２６０％ 

よって法人事業税を課税される法人の所得割額に 

対する税率 

（ロ）所得割額によって法人事業税を課税される普通法    ３７％ 

人等の所得割額に対する税率 
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（ハ）所得割額によって法人事業税を課税される特別法    ３４．５％ 

人の所得割額に対する税率 

（ニ）収入割額によって法人事業税を課税される法人の     ３０％ 

収入割額に対する税率 

ニ 申告納付 

特別法人事業税（仮称）の申告納付は、都道府県に対して、法人事業税と併せて行うものと

することとされました。 

 

ホ 賦課徴収 

特別法人事業税（仮称）の賦課徴収は、都道府県において、法人事業税と併せて行うものと

することとされました。 

 

② 適用期日 

特別法人事業税（仮称）は、平成 31 年 10 月１日以後に開始する事業年度から適用されま

す。 

 

６ 円滑・適正な納税のための環境整備（大綱 P７４～） 

（1）（改正）課税所得の範囲の変更に伴う調整措置について、次の見直しを行うこととされ

ました（大綱 P74～）。 

① 公益法人等である一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人が普通法人に移行

する場合の所得の金額の計算について、対象となる法人を公益法人等全般とした上、公益法

人等が協同組合等に移行する場合についても対象とすることとされました。 

 

② 普通法人又は協同組合等である一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人又は生産

森林組合が公益法人等に移行する場合に解散及び設立があったものとする措置について、

対象となる法人を普通法人又は協同組合等全般とすることとされました。 

 

（2）（中小・個人向け）法人税における仮想通貨の評価方法等について、次の通り時価法を

導入する等の措置を講ずることとされました（大綱 P７４～）。 

① 法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、

時価評価により評価損益を計上します。 

 

② 法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日

の属する事業年度に計上します。 

 

③ 仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算
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出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原

価法とします。 

 

④ 法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決

済したものとみなして計算した損益相当額を計上します。 

 

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に終了する事業年度分の法人税について適用

されます。 

なお、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨

につき時価評価していない場合には、上記①及び④を適用しないことができる経過措置を

講ずることとされました。 
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（出典）税制調査会 https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/index.html 

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/index.html
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（参考・コメント） 

○法人における仮想通貨の取扱いは税会不一致項目です。 

 会計上 法人税法上 

活発な市場が存在 時価法 時価法 

活発な市場不存在 切放し低価法 原価法 

 

（3）（中小・個人向け・事務負担減）法人設立届出書及び外国普通法人となった旨の届出書

について、定款等の写し以外の書類の添付を要しないこととされました。また、収益事業開

始届出書について、収益事業の概要等を記載した書類及び合併により設立した法人に係る

書類の添付を要しないこととされました（大綱 P７４～）。 

 

７ その他の租税特別措置 

（１）（増税）公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例は、適用期限の到来をもって

廃止することとされました。 

なお、平成 31 年４月１日から平成 35 年３月 31 日までの間に開始する各事業年度にお

ける貸倒引当金の繰入限度額の計算については、現行法による割増率（１０％）に対して１

年ごとに５分の１ずつ縮小した率による割増しを認める経過措置を講ずることとされまし

た（大綱 P７９～）。 

（出典）厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000462285.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000462285.pdf
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（２）（増税）中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の

評価損益等の特例は、適用期限の到来をもって廃止することとされました（大綱 P７９～）。 
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８ その他 

（1）（要件緩和）組織再編税制について、次の見直しを行うこととされました。 

① 株式交換等の後に株式交換等完全親法人を被合併法人とし、株式交換等完全子法人を

合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、その株式交換等に係る適

格要件のうち完全支配関係継続要件、支配関係継続要件及び親子関係継続要件について、そ

の適格合併の直前の時までの関係により判定することとされました（大綱 P８１～）。 

（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html 

 

（参考・コメント） 

○株式交換「等」には株式移転は含まれません。 

○改正前では株式交換後に逆さ合併をした場合、非適格合併になりました。しかし許認可等

の関係から逆さ合併をしたいというニーズは強く、その場合でも適格要件を満たすという

改正です。 

  

  

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html
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②（要件緩和） 合併、分割及び株式交換に係る適格要件並びに被合併法人等の株主におけ

る旧株の譲渡損益の計上を繰り延べる要件のうち、対価に関する要件について、対象となる

合併法人等の親法人の株式に合併法人等の発行済株式の全部を間接に保有する関係がある

法人の株式を加えることとされました（旧株の譲渡損益の繰延要件は、所得税についても同

様とします。）（大綱 P８１～）。 

（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html 

 

  

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html
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（参考・コメント） 

○現行では以下の通りの手続が必要となりました。 

（現行） 

 

（改正） 

上記図表で Y 社が合併法人とすると、被合併法人の株主に「X 社株式」を今の資本関係

を維持しながら交付できるようになりました。 

 三角合併の柔軟化です。 

（出典）上記図表は「平成 31 年度税制改正勉強会」（財）大蔵財務協会 P５６から抜粋、筆

者改変 

 

（２）（事務負担減）法人が連結親法人又は連結親法人となる法人との間に完全支配関係を

有することとなり、連結納税への加入時期の特例の適用を受けるための手続について、連結

親法人又は連結親法人となる法人に一元化することとされました（大綱 P８１～）。 

 

（３）（事務負担減）連結子法人の本店等所在地に異動があった場合に提出することとされ

ている届出書について、提出すべき法人をその連結子法人（現行：連結親法人）とした上、

連結親法人の納税地の所轄税務署長への提出を要しないこととされました（大綱 P８１～）。 
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（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html 

（参考・コメント） 

○連結納税の改正は 32 年後改正に持ち越される模様です。詳細は政府税制調査会の連結納

税制度に関する専門家会合をご覧ください。 

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/renketsu/20181107/30renketsu1kai.html 

 

（４）（要件緩和）法人の支給する役員給与における業績連動給与の手続に係る要件につい

て、次の見直しを行うこととされました（大綱 P82～）。 

 

① 報酬委員会及び報酬諮問委員会（以下「報酬委員会等」といいます。）における決定等

の手続について、次の見直しを行うこととされました。 

 

イ 報酬委員会等を設置する法人の業務執行役員が報酬委員会等の委員でないことと

の要件を除外するとともに、業務執行役員が自己の業績連動給与の決定等に係る決議

に参加していないこととの要件を加えることとされました。 

  

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/renketsu/20181107/30renketsu1kai.html
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ロ 報酬委員会等の委員の過半数が独立社外役員であること及び委員である独立社外

役員の全てが業績連動給与の決定に賛成していることとの要件を加えることとされま

した。 

 

② 監査役会設置会社における監査役の過半数が適正書面を提出した場合の取締役会の

決定及び監査等委員会設置会社における監査等委員の過半数が賛成している場合の取締

役会の決定の手続を除外することとされました。 

 

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に支給に係る決議をする給与について適用さ

れます。 

なお、同日から平成 32 年３月 31 日までの間に支給に係る決議をする給与については、

現行の手続による業績連動給与の損金算入を認める経過措置を講ずることとされました。 

（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html 

  

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html
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（参考・コメント） 

○平成 30 年度税制改正により利益連動給与から業績連動給与に変更された制度について、

要件が厳格すぎるとの指摘がありました。 

上記図表の現行③監査役会設置会社～、及び報酬委員会による決定が厳格化の原因とし

ていわれています。そのため業績連動給与の普及はあまり進んでおりませんでした。 

今回現行③の廃止、及び報酬委員会の決定が見直しされたことで、今後の普及が見込まれ

ます。 
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四 消費課税 

１ その他 

（1）（中小・個人向け）外国人旅行者向け消費税免税制度（輸出物品販売場制度）について、

次の見直しを行うこととされました（大綱 P９５～）。 

 

① 臨時販売場に係る届出制度の創設 

 

イ ７月以内の期間を定めた臨時販売場を設置しようとする事業者（既に輸出物品販売場

の許可を受けている事業者に限る。）が、その設置日の前日までにその設置期間等を記載

した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その臨時販売場を輸出

物品販売場とみなすこととされました。 

 

ロ 上記イの適用を受けようとする事業者は、あらかじめその納税地を所轄する税務署長

の承認を受けなければならないこととされました。 

 

（注１）上記の臨時販売場に係る届出制度の創設に伴い、外航クルーズ船が寄港する港湾に

おける輸出物品販売場に係る届出制度を廃止することとされました。 

（注２）上記の改正は、平成 31 年７月１日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用

することとされました。 

（注３）上記の承認等については、平成 31 年５月１日からその申請等を受け付けることと

されました。 

 

② 手続委託型輸出物品販売場許可申請書について、承認免税手続事業者の承認通知書の写

しの添付を要しないこととされました。 

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に提出する申請書について適用されます。 
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（出典）国土交通省 http://www.mlit.go.jp/common/001265140.pdf 

 

（参考・コメント） 

○近々開催予定のオリンピック、ラグビーワールドカップに向けての制度簡易化のための

措置といわれております。 

 

（2）（中小・個人向け）金地金等の密輸に対応するための消費税における仕入税額控除制度

の見直し（大綱 P96~ ） 

 

① 密輸品と知りながら行った課税仕入れについて、仕入税額控除制度の適用を認めない

こととすることとされました。 

 

② 金又は白金の地金の課税仕入れについて、本人確認書類の写しの保存を仕入税額控除

の要件に加えることとされました。 

http://www.mlit.go.jp/common/001265140.pdf
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（注）上記①の改正は平成 31 年４月１日以後に国内において事業者が行う課税仕入れに

ついて、上記②の改正は同年 10 月１日以後に国内において事業者が行う課税仕入れにつ

いて、それぞれ適用されます。 
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（出典）税制調査会 https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen20kai4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen20kai4.pdf
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五 国際課税 

１（増税）過大支払利子税制の見直し 

関連者等に係る純支払利子等の課税の特例（いわゆる「過大支払利子税制」）について、

次の見直しを行うこととされました（大綱 P９８～）。 

（1）対象となる純支払利子等の額 

その事業年度における対象支払利子等の額（支払利子等の額から対象外支払利子等の額

を控除した残額をいいます。以下同。）の合計額からこれに対応するものとして計算した受

取利子等の額の合計額（以下「控除対象受取利子等合計額」といいます。）を控除した残額

（以下「対象純支払利子等の額」といいます。）を本税制の対象とすることとされました。 

 

（2）対象外支払利子等の額 

上記（1）の「対象外支払利子等の額」とは、次に掲げる支払利子等の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額（注）をいいます。 

（注）一定の関連者が他の者を通じて当該法人に資金を供与したと認められる場合その他

の場合における当該他の者に対する支払利子等の額を除きます。 

 

① ②に掲げる支払利子等以外の支払利子等  

・・・次に掲げる金額 

イ 支払利子等を受ける者においてわが国の課税所得に含まれる支払利子等の額 

ロ 一定の公共法人に対する支払利子等の額 

ハ 借入と貸付けの対応関係が明らかな債券現先取引等に係る支払利子等の額（イ及び

ロに掲げる金額を除きます。） 

 

② 特定債券利子等（当該法人が発行した債券（その取得をした者が実質的に多数でない

ものを除きます。）に係る支払利子等で非関連者に対するものをいう。以下同。）  

・・・債券ごとに次のいずれかの金額 

イ その支払の時に源泉徴収が行われ、又はその特定債券利子等を受ける者 

においてわが国の課税所得に含まれる特定債券利子等の額及び一定の公共 

法人に対する特定債券利子等の額 

ロ 次に掲げる債券の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

（イ）国内で発行された債券 特定債券利子等の額の９５％に相当する金額 

（ロ）国外で発行された債券 特定債券利子等の額の２５％に相当する金額 

 

（3）調整所得金額 

調整所得金額の計算上、当期の所得金額に加算する金額から受取配当等の益金不算入額



118 

  

及び外国子会社配当等の益金不算入額を除外し、当期の所得金額から減算する金額から法

人税額から控除する所得税額の損金不算入額を除外するほか、匿名組合契約の営業者の調

整所得金額の計算について所要の措置を講ずることとされました。 

 

（4）損金不算入額 

その事業年度における対象純支払利子等の額が調整所得金額の２０％（現行：５０％）を

超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額は、損金の額に算入しないことと

されました。 

 

（5）適用免除基準 

次のいずれかに該当する場合には、本税制を適用しないこととされました。 

① その事業年度における対象純支払利子等の額が 2,000 万円以下（現行：1,000 万円以

下）であること。 

 

② その事業年度におけるイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が２０％以下

であること。 

 

イ 内国法人及び当該内国法人との間に発行済株式等の５０％超を保有する等の関係

のある他の内国法人（その事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の

属する当該内国法人の事業年度開始の日及び終了の日であるものに限る。ロにおいて

同じ。）の対象純支払利子等の額の合計額から対象純受取利子等の額（控除対象受取利

子等合計額から対象支払利子等の額の合計額を控除した残額をいう。）の合計額を控除

した残額 

 

ロ 内国法人及び当該内国法人との間に発行済株式等の５０％超を保有する等の関係

のある他の内国法人の調整所得金額の合計額から調整損失金額（調整所得金額の計算

において零を下回る金額が算出される場合のその零を下回る金額をいう。）の合計額を

控除した残額 

（注）適用免除に係る「その事業年度における関連者支払利子等の額の合計額が総支払

利子等の額の５０％以下である」旨の要件は廃止することとされました。 

 

（6）超過利子額の損金算入 

① その事業年度における対象純支払利子等の額が調整所得金額の２０％（現行：５０％）

に満たない場合において、前７年以内に開始した事業年度に本税制の適用により損金不算

入とされた金額（以下「超過利子額」といいます。）があるときは、その対象純支払利子等

の額と調整所得金額の２０％（現行：５０％）に相当する金額との差額を限度として、当該
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超過利子額に相当する金額を損金の額に算入することとされました。 

② 上記①について、修正申告書又は更正請求書にその適用を受ける金額等を記載した書類

の添付がある場合にもその適用を受けることができる等の見直しを行うこととされました。 

 

（７）関連制度の整備 

連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例について、上記（5）②を除き、上記

と同様の見直しを行うこととされました。 

（注１）上記（（6）②を除きます。）の改正は、平成 32 年４月１日以後に開始する事業年

度分の法人税について適用されます。 

（注２）上記（6）②の改正は、平成 32 年４月１日以後に確定申告書等の提出期限が到来

する法人税について適用されます。 

 

（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/pdf/1_02.pdf 

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/pdf/1_02.pdf
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（出典）税制調査会 https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen20kai2.pdf 

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen20kai2.pdf
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（出典）金融庁 https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/180831.pdf 

（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html 

←（３） 

←（４） 

←（５） 

←（１）（２） 

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/180831.pdf
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html
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（参考・コメント） 

○主要な改正点は下記の通りです。 

 改正前 改正後 

対象とする利子 関連者純支払利子 

※利子受領者において日本の

課税に含まれる利子等は対象

外です。 

第三者を含む純支払利子等 

※利子等の受領者において日本の

課税所得に含まれるものは対象外

です。 

（大綱（１）、（２）） 

 

課税所得 利子・税・減価償却前所得 

※国内外の受取配当金益金不

算入額を加算します 

利子・税・減価償却前所得 

※国内外の受取配当金益金不算入

額は加算しません。 

（大綱（３）） 

 

基準値 ５０％ ２０％ 

（大綱（４）） 

 

適用除外基準 ○関連者純支払利子の額が

1,000 万円以下 

○関連者への支払等の額が純

支払利子の額の５０％以下 

○純支払利子等の額が2,000万円以

下 

○国内企業ｸﾞﾙｰﾌ （゚持分割合５０％

超）の合算支払利子等の額が合算調

整所得の２０％以下 

（大綱（５）） 

 

○もともと、第三者を絡ませたストラクチャードアレンジメントによる租税回避が問題視

されていたので、厳しくする方向の改正が予定されいてたところで、国内の金融業界から懸

念が上がって、リスクの低い通常の第三者借入に配慮した書きぶりになったと理解してい

ます。 

○業界を所管する金融庁からは下記の 2 点について要望が出ていました。 

☞支払利子について、金融機関からの借入等も対象となりますが、設備投資等の企業活動へ

の影響にも十分配慮すべき 

☞収益のほとんどが受取配当である金融持株会社につき、それらへの影響に配慮すべき 

これらを踏まえた改正です。 
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２ 移転価格税制の見直し 

（改正）国外関連者との取引に係る課税の特例（いわゆる「移転価格税制」）について、

「ＢＥＰＳプロジェクト」の勧告により改訂されたＯＥＣＤ移転価格ガイドライン等を踏

まえ、次の見直しを行うこととされました（大綱 P１００～）。 

（1）移転価格税制の対象となる無形資産の明確化 

移転価格税制の対象となる無形資産は、法人が有する資産のうち、有形資産及び金融資産

（現金、預貯金、有価証券等）以外の資産で、独立の事業者の間で通常の取引の条件に従っ

て譲渡・貸付け等が行われるとした場合に対価の支払が行われるべきものとすることとさ

れました。 

 

（2）独立企業間価格の算定方法の整備 

独立企業間価格の算定方法（以下「価格算定方法」という。）として、ＯＥＣＤ移転価格

ガイドラインにおいて比較対象取引が特定できない無形資産取引等に対する価格算定方法

として有用性が認められているディスカウント・キャッシュ・フロー法（ＤＣＦ法）を加え

ることとされました。 

これに伴い、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の提出等がない場

合の推定課税における価格算定方法に、国税当局の当該職員が国外関連取引の時に知り得

る状態にあった情報を基にしてＤＣＦ法により算定した金額を独立企業間価格とする方法

を加えることとされました。 

 

（3）評価困難な無形資産に係る取引（特定無形資産取引）に係る価格調整措置の導入 

特定無形資産に係る取引（以下「特定無形資産取引」といいます。）に係る独立企業間価

格の算定の基礎となる予測と結果が相違した場合には、税務署長は、当該特定無形資産取

引に係る結果及びその相違の原因となった事由の発生の可能性を勘案して、当該特定無形

資産取引に係る最適な価格算定方法により算定した金額を独立企業間価格とみなして更正

等をすることができることとすることとされました。ただし、上記により算定した金額と当

初取引価格との相違が２０％を超えていない場合は、この限りではありません。 

 

① 特定無形資産 

上記の「特定無形資産」とは、次に掲げる要件の全てを満たす無形資産をいいます。 

イ 独自性があり重要な価値を有するものであること。 

ロ 予測収益等の額を基礎として独立企業間価格を算定するものであること。 

ハ 独立企業間価格の算定の基礎となる予測が不確実であると認められるものである

こと。 

 

② 適用免除要件 
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国税当局の当該職員が次のイ又はロに掲げる書類の提出等を求めた日から一定期間以

内に法人からその書類の提出等があった場合には、価格調整措置は適用されないことと

されました。 

イ 次に掲げる書類 

（イ）特定無形資産取引に係る独立企業間価格の算定の基礎となる予測の詳細を記載

した書類 

（ロ）当該予測と結果が相違する原因となった事由が災害その他これに類するもので

あり取引時においてその発生を予測することが困難であったこと、又は取引時におい

て当該事由の発生の可能性を適切に勘案して独立企業間価格を算定していたことを証

する書類 

 

ロ 特定無形資産の使用により生ずる非関連者収入が最初に生じた日を含む事業年度

開始の日から５年を経過する日までの間の予測収益等の額と実際収益等の額との相違

が２０％を超えていないことを証する書類 

（注）法人から上記ロに掲げる書類の提出等があった場合には、価格調整措置はその経過

する日後は適用されないこととされました。 

 

（4）移転価格税制に係る更正期間等の延長 

移転価格税制に係る法人税の更正期間及び更正の請求期間等を７年（現行：６年）に延長す

ることとされました。 

 

（5）差異調整方法の整備 

比較対象取引の利益率を参照する価格算定方法に係る差異調整について、定量的に把握

することが困難な差異があるために必要な調整を加えることができない場合には、いわゆ

る四分位法に基づく方法により差異調整を行うことができることとされました。 

 

（注）上記の改正は、平成 32 年４月１日以後に開始する事業年度分の法人税及び平成 33 

年分以後の所得税について適用されます。 
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（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/pdf/1_02.pdf 

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/pdf/1_02.pdf
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（出典）税制調査会 https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen20kai2.pdf 

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen20kai2.pdf
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（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html 

 

（参考・コメント） 

○もともと移転価格税制の独立企業間価格、とりわけ無形資産が絡んだ場合の評価は納税

者と税務当局で見解が異なる場合が多くありました。今般の改正は国際的な合意に基づい

てその評価方法を新たに追加したことになります。 

○適用除外要件に絡んで、納税者に不利な形はとらない（後出しじゃんけんがないよう）配

慮は行われているものの、ドキュメントの事務負荷が増えることは想定しておくことが重

要です。 

○無形資産にかかわる関連者間取引を行っている場合には留意が必要となりました。 

○上記（５）四分位法とは、利益率レンジの上下２５％を切捨てる方法をいいます。 

○ＤＣＦ法の具体的な算定方法は現時点では不明です。 

○所得相応性基準の詳細については現時点では不明です。 

  

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html


133 

  

３ 外国子会社合算税制の見直し 

（減税）内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例（いわゆる「外国子会社合算税

制」）について、次の見直しを行うこととされました（大綱 P１０３～）。 

（1）特定外国関係会社 

① ペーパー・カンパニーの範囲から、次の外国関係会社を除外することとされました。 

イ 持株会社である一定の外国関係会社 

（イ）子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その資産の額の９５％

超が子会社の株式等及び一定の現預金等の資産の額であり、かつ、その収入の額の９５％

超が子会社からの配当等の額及び一定の預金利子の額であるもの 

（注）上記の「子会社」とは、その外国関係会社の本店所在地国と同一国に所在する外

国法人で、当該外国関係会社による持分割合が２５％以上等の要件に該当するものを

いいます。 

 

（ロ）特定子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その本店所在地国

と同一国に所在する管理支配会社によってその事業の管理、支配及び運営等が行われて

いること、当該管理支配会社が当該同一国において行う事業の遂行上欠くことのできな

い機能を果たすこと、その資産の額の９５％超が特定子会社の株式等及び一定の現預金

等の資産の額であること、その収入の額の９５％超が特定子会社からの配当等の額、特定

子会社の株式等の一定の譲渡対価の額及び一定の預金利子の額であること等の要件の全

てに該当するもの（（ロ）において「被管理支配会社」といいます。） 

 

（注１）上記の「特定子会社」とは、その外国関係会社の本店所在地国と同一国に所在

する部分対象外国関係会社又は管理支配会社に係る他の被管理支配会社をいいます。 

（注２）上記の「管理支配会社」とは、経済活動基準を満たす外国関係会社で、その本

店所在地国においてその役員又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通

常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいいます。ロにおいて同じです。 

 

ロ 不動産保有に係る一定の外国関係会社 

（イ）その本店所在地国と同一国に所在する一定の不動産又は特定子会社の株式等の

保有を主たる事業とする外国関係会社で、当該同一国に所在する管理支配会社によっ

てその事業の管理、支配及び運営等が行われていること、当該管理支配会社が当該同一

国において行う事業（不動産業に限る。）の遂行上欠くことのできない機能を果たすこ

と、その資産の額の９５％超が当該不動産、特定子会社の株式等及び一定の現預金等の

資産の額であること、その収入の額の９５％超が当該不動産及び特定子会社の株式等

から生ずる収入の額並びに一定の預金利子の額であること等の要件の全てに該当する

もの（（イ）において「被管理支配会社」といいます。） 
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（注）上記の「特定子会社」とは、管理支配会社に係る他の被管理支配会社をいいます。 

 

（ロ）その本店所在地国と同一国に所在する管理支配会社が自ら使用する当該同一国

に所在する不動産の保有を主たる事業とする外国関係会社で、当該管理支配会社によ

ってその事業の管理、支配及び運営等が行われていること、当該管理支配会社が当該同

一国において行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たすこと、その資産の額

の９５％超が当該不動産及び一定の現預金等の資産の額であること、その収入の額の

９５％超が当該不動産から生ずる収入の額及び一定の預金利子の額であること等の要

件の全てに該当するもの 

 

ハ 資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社 

特定子会社の株式等の保有、非関連者から調達した資金の特定子会社への提供又はそ

の外国関係会社の本店所在地国と同一国に所在する一定の不動産の保有を主たる事業と

する外国関係会社で、当該同一国に所在する管理支配会社等によってその事業の管理、支

配及び運営等が行われていること、当該管理支配会社等が当該同一国において行う当該

同一国の石油・天然ガス等の資源又は社会資本の開発又は整備等に関する事業（ハにおい

て「資源開発等プロジェクト」という。）の遂行上欠くことのできない機能を果たすこと、

その資産の額の９５％超が特定子会社の株式等、特定子会社に対する一定の貸付金、当該

不動産及び一定の現預金等の資産の額であること、その収入の額の９５％超が特定子会

社の株式等、当該貸付金及び当該不動産から生ずる収入の額並びに一定の預金利子の額

であること等の要件の全てに該当するもの 

 

（注１）上記の「特定子会社」とは、その外国関係会社の本店所在地国と同一国に所在

する持分割合１０％以上の外国法人で、管理支配会社等が当該同一国において行う資

源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たすものをいいます。 

 

（注２）上記の「管理支配会社等」とは、経済活動基準を満たす外国関係会社で、その

本店所在地国においてその役員又は使用人が資源開発等プロジェクトを的確に遂行す

るために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、その本店所在

地国と同一国に所在する他の外国法人の役員又は使用人と共同で当該業務の全てに従

事している場合の当該他の外国法人を含みます。 

 

② ペーパー・カンパニーの判定における保険委託者特例について、次の措置を講ずること

とされました。 

イ 保険委託者特例の対象となる外国関係会社に関する「一の内国法人（保険業を主たる

事業とするものに限る。）によってその発行済株式等の全部を直接又は外国法人を通じて
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間接に保有されている外国関係会社である」旨の要件について、「一の内国法人（保険業

を主たる事業とするもの又は保険持株会社に限ります。）及び当該一の内国法人との間に

発行済株式等の全部を保有する等の関係のある内国法人（保険業を主たる事業とするも

の又は保険持株会社に限る。）によってその発行済株式等の全部を直接又は外国法人を通

じて間接に保有されている外国関係会社である」旨の要件に見直すこととされました。 

 

ロ 特定保険受託者の要件に、その本店所在地国においてその役員又は使用人が保険業を

的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している旨の要件を加え

ることとされました。 

（注１）上記イ及びロは、対象外国関係会社の判定及び部分対象外国関係会社である外

国金融機関の判定についても同様とすることとされました。 

（注２）上記イ、ロ及び（注１）は、英国ロイズ市場において、現地の法令に従って設

立された保険引受子会社と管理運営子会社が一体となって保険業を営む場合も同様と

することとされました。 

 

③ 事実上のキャッシュ・ボックスの範囲に、次のいずれにも該当する外国関係会社を加え

ることとされました。 

 

イ 当該事業年度における非関連者等からの一定の収入保険料（ロにおいて「特定収入保

険料」という。）の合計額の収入保険料の合計額に対する割合が１０％未満である外国関

係会社 

 

ロ 当該事業年度における収入保険料（特定収入保険料を除く。ロにおいて同じ。）に係る

非関連者等に対する一定の支払再保険料の合計額の収入保険料の合計額に対する割合が

５０％未満である外国関係会社 

 

（2）対象外国関係会社（非関連者基準） 

保険業を主たる事業とする外国関係会社の非関連者基準の判定について、次の措置を講

ずることとされました。 

 

① 特定保険委託者又は特定保険受託者の再保険に係る収入保険料のうち、次に掲げる要

件の全てに該当する再保険に係るものについて、関連者から収入するものに該当しない

こととすることとされました。 

 

イ 特定保険委託者とその特定保険委託者に係る特定保険受託者との間で行われる再

保険又は同一の特定保険受託者に係る特定保険委託者の間で行われる再保険であるこ
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と。 

 

ロ その再保険に係る元受保険の９５％以上が本店所在地国に所在する非関連者のリ

スクに係るものであること。 

 

ハ 資本の効率化に資するものであること。 

 

② 特定保険受託者に係る特定保険委託者は関連者に含まれないものとはしないことと

した上で、特定保険受託者がその特定保険委託者から受ける業務委託手数料相当額につ

いて、関連者からの収入保険料に該当しないこととすることとされました。英国ロイズ市

場において、現地の法令に従って設立された保険引受子会社と管理運営子会社が一体と

なって保険業を営む場合も同様とすることとされました。 

（3）会社単位の合算課税制度における適用対象金額 

現地法令基準を用いて適用対象金額を計算する場合の基準所得金額は、外国関係会社の

本店所在地国の法人所得税に関する法令の規定から連結納税の規定及びパススルーとして

取り扱われる規定を除いた規定を適用して計算した外国関係会社の所得の金額に非課税所

得等の金額の調整を加えた金額とすることとされました。 

 

（4）適用免除基準における租税負担割合 

① 所得の金額 

外国関係会社の本店所在地国の外国法人税に関する法令の規定により計算した所得の

金額は、当該法令の規定から連結納税の規定及びパススルーとして取り扱われる規定を

除いた規定を適用して計算した外国関係会社の所得の金額に非課税所得等の金額の調整

を加えた金額とすることとされました。 

 

② 外国法人税の額 

外国関係会社の本店所在地国（注）において課される外国法人税の額は、当該外国法人

税に関する法令の規定から連結納税の規定及びパススルーとして取り扱われる規定を除

いた規定を適用して計算した外国関係会社の所得の金額につき外国法人税が課されるも

のとして計算される外国法人税の額とすることとされました。 

 

（注）その本店所在地国が無税国又は一定の免税国であり、かつ、その本店所在地国以外

の国において当該本店所在地国以外の国の法人として課税を受ける一定の外国関係会社

にあっては、当該本店所在地国以外の国とすることとされました。 

 

（5）部分合算課税制度における部分適用対象金額 
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①に掲げる金額から②に掲げる金額を減算した金額について、部分対象外国関係会社（外

国金融子会社等に該当するものを除きます。）に係る部分合算課税の対象となる特定所得の

金額に加えることとされました。 

 

① 収入した保険料の合計額から支払った再保険料の合計額を控除した残額 

 

② 支払った保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額 

（注１）上記により特定所得の金額に加えられる金額は、部分適用対象金額の計算上、損

益通算グループ所得の金額に該当することとすることとされました。 

（注２）特定所得の金額である異常所得の金額は、上記①に掲げる金額から上記②に掲げ

る金額を減算した金額がないものとした場合の各事業年度の所得の金額を基礎として計

算することとすることとされました。 

（6）二重課税調整 

① 外国関係会社が本店所在地国で連結納税等を適用している場合の外国税額控除の計算 

内国法人が合算課税の適用を受ける場合に控除される外国法人税の額のうち、外国関係会

社の本店所在地国（注）において課される外国法人税の額は、当該外国法人税に関する法令

の規定から連結納税の規定及びパススルーとして取り扱われる規定を除いた規定を適用し

て計算した外国関係会社の所得の金額につき外国法人税が課されるものとして計算される

外国法人税の額とすることとされました。 

（注）その本店所在地国が無税国又は一定の免税国であり、かつ、その本店所在地国以外

の国において当該本店所在地国以外の国の法人として課税を受ける一定の外国関係会社

にあっては、当該本店所在地国以外の国とすることとされました。 

 

② 外国子会社からの配当等に係る二重課税調整の適用要件内国法人が合算課税の対象と

なった外国法人等から受ける配当等に係る二重課税調整について、修正申告書又は更正請

求書にその適用を受ける金額等を記載した書類の添付がある場合にもその適用を受けるこ

とができることとする等の見直しを行うこととされました。 

 

（７）関連制度の整備 

居住者に係る外国子会社合算税制及び特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法

人に係る所得の課税の特例について、上記と同様の見直しを行うこととされました。 

 

（注１）上記（（1）③、（5）及び（6）②を除く。）の改正は、内国法人の平成 31 年４月１

日以後に終了する事業年度の合算課税（外国関係会社の平成 30 年４月１日以後に開始する

事業年度に係るものに限る。）について適用されます。 

（注２）上記（1）③及び（5）の改正は、外国関係会社の平成 31 年４月１日以後に開始す
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る事業年度について適用されます。 

（注３）上記（6）②の改正は、内国法人の平成 31 年４月１日以後に確定申告書等の提出

期限が到来する法人税について適用されます。 
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（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/pdf/1_02.pdf 

（出典）金融庁 https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/180831.pdf 

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/pdf/1_02.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/180831.pdf
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（出典）経済産業省 http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html 

（参考・コメント） 

○平成 29 年度税制改正において、外国子会社合算税制は大幅な制度転換をしました。旧来

の制度は最初にトリガー税率を用いて、適用対象国を判定したのちに、本邦に引き戻し合算

課税を行っていました。 

平成 29 年改正後は株式の保有比率で外国関係会社を判定したのち、経済活動基準に基づ

いて租税負担割合を算定し、合算を行うことになっています。 

平成 31 年度改正は経済産業省の資料にも書いてあります通り、米国税制改革で法人実効

税率が下がった影響により、経済活動基準を満たしたとしても租税負担割合の段階で、合算

課税が行われる可能性が指摘されていました。 

そのため、連結納税の規定及びパススルー規定が係る部分を除いた計算ができるように

配慮されたのが改正の一つです。 

なお、大綱は米国の税制改正を念頭においた書きぶりのように読めますが、特定の国への

言及がないため、諸外国の状況も合わせて確認することが重要です。 

○今回の改正は米国に持株会社、又は保険会社を所有している法人について「のみ」再検討

が必要です。 

○金融庁要望によれば、本邦の金融機関が海外で実態を伴う事業活動を行っている場合で

あっても、平成 29 年度改正を受けた同税制ではペーパー・カンパニーに該当するおそれが

ありました。そのため、一定の要件を満たすものに所用の措置を講じたのが金融関係の手当

http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2019/zeisei_r/index.html
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てになります。 

どちらも、今後の法令や政省令において詳細な規定が置かれると考えられますので、注視

しておく必要があります。 

 

４ その他 

（１）組織再編税制の見直しへの対応（大綱 P１１２～） 

①（改正）合併法人等の発行済株式の全部を間接に保有する関係がある法人の株式を対価と

する合併等が行われる場合の適格合併等の該当性の要件の見直しに伴い、企業グループ内

の一定の法人間で合併等が行われる場合の適格合併等の該当性を判定するための要件につ

いて、合併法人等の発行済株式の全部を間接に保有する関係がある一定の外国法人（②にお

いて「特定関係外国法人」という。）の株式を対価とする場合には、当該要件を満たさない

こととすることとされました。 

② 特定関係外国法人の株式を対価とする合併等が行われる場合において、その合併等が適

格合併等に該当しないときは、その合併等の時に株主の旧株の譲渡益に対して課税するこ

ととすることとされました。 

 

（２）（改正）外国税額控除における控除対象外国法人税の額の範囲等の見直し（大綱 P１

１３～） 

わが国で所得と認識されない金額に対して課されるものとして外国税額控除の対象から除

外される外国法人税の額に、内国法人に対する配当等の支払があったものとみなして課さ

れる一定の外国法人税の額を加えるほか、所要の措置を講ずることとされました。 
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六 納税環境整備 

１ 番号が付された証券口座情報の効率的な利用に係る措置  

（改正）個人番号又は法人番号（以下「番号」という。）が付された証券口座に係る顧客

の情報を税務上効率的に利用できるよう、次の措置を講ずることとされました（大綱 P１１

４～）。 

 

（1）証券会社等の口座管理機関は、証券口座に係る顧客の情報を番号により検索するこ

とができる状態で管理しなければならないこととされました。 

 

（2）振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番号により検索することができる状態で

管理しなければならないこととするとともに、調書を提出すべき者（株式等の発行者又は

口座管理機関に限る。）から証券口座に係る顧客の番号その他の情報の提供を求められた

ときは、これらの情報を提供するものとされました。 

 

（注）上記の改正は、平成 32 年４月１日から施行されます。 

 

２ 情報照会手続の整備 

（中小・個人向け）税務当局による情報照会の仕組みについて、次の通り整備を行うことと

されました（大綱 P１１４～）。 

 

（1）事業者等への協力要請 

国税庁等の当該職員は、事業者及び特別の法律により設立された法人に、国税に関する調

査（犯則事件の調査を除かれます。以下同。）に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件

の閲覧又は提供その他の協力を求めることができることを法令上明確化することとされま

した。 

 

（2）事業者等への報告の求め 

① 所轄国税局長は、次の要件の全てを満たす場合には、事業者、官公署又は特別の法律に

より設立された法人（以下「事業者等」という。）に、特定取引者の氏名又は名称、住所又

は居所及び個人番号又は法人番号につき、６０日を超えない範囲内においてその準備に通

常要する日数を勘案して定める日までに、報告を求めることができることとすることとさ

れました。 

 

イ 特定取引者の国税について、更正決定等をすべきこととなる相当程度の可能性がある

場合 

ロ この報告の求めによらなければ、特定取引者を特定することが困難である場合 
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（注１）上記の「所轄国税局長」とは、事業者等の所在地を所轄する国税局長をいいま

す。 

 

（注２）上記の「特定取引者」とは、事業者等との取引（事業者等を介して行われる取

引を含みます。以下「特定取引」という。）を行う不特定の者をいいます。 

なお、下記（注３）（イ）に該当する場合にあっては、年間 1,000 万円の課税標準を

生じ得る取引金額を超える特定取引を行う者に限ります。 

 

（注３）上記イの「更正決定等をすべきこととなる相当程度の可能性がある場合」とは、

次のいずれかに該当する場合をいいます。 

 

（イ）特定取引と同種の取引を行う者（その取引に係る課税標準等が年間 1,000 万円を

超える者に限る。）に対する国税に関する調査において、その半数以上の者について、そ

の取引に係る課税標準等・税額等につき更正決定等をすべきと認められる場合 

 

（ロ）特定取引に係る物品又は役務を用いることにより、当該特定取引に係る特定取引者

の課税標準等・税額等について国税に関する法律の規定に違反すると認められる場合 

 

（ハ）特定取引が経済的観点から見て通常であれば採られないような不合理な取引態様

であることにより、違法行為の存在を推認させる場合 

 

② 所轄国税局長は、上記①の報告の求めを行う場合には、事業者等の事務負担に配慮する

とともに、報告を求める事項を書面で事業者等に通知しなければならないこととされまし

た。 

（注）上記①の報告の求めに対する拒否又は虚偽報告については、検査拒否等の場合と同様

の罰則を設けることとされました。 

 

③ 上記①の報告の求めについては、処分として不服申立て又は訴訟の対象とするほか、所

要の措置を講ずることとされました。 

 

（注）上記の改正は、平成 32 年１月１日以後に行う協力又は報告の求めについて適用され

ます。 
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（参考・コメント） 

○税務当局による情報照会は下記に限定されます。 

 

 内容 

照会できる情報 ①多額の所得（年間 1,000 万円超）を生じうる特定の取引の

税務調査の結果、半数以上で当該所等について申告漏れが認

められた場合 

②特定の取引が違法な申告のために用いられるものと認め

られる場合 

③不合理な取引状態により違法行為を推認させる場合 

※いずれも他の方法による照会情報の収集が困難である場

合に限定されます。 

照会する情報の限定措置 照会する情報は「氏名等」に限定されます。 

※「氏名等」とは、氏名並びに（保有している場合には）住

所及び番号（個人/法人）をいいます。 

 

○事業者への報告の求め 

 内容 

照会できる場合 以下の全てを満たすこと 

１．他の方法による照会情報の収集が困難 

２．照会の対象となる取引について、その取引に関する申告漏れの

可能性が相当程度認められること（下記①~③のいずれかに該当す

る場合） 

①多額の取引（年間 1,000 万円超）を生じうる取引を行う者につい

て行われた税務調査の結果、半数以上の者において、その取引から

生ずる所得等について申告漏れが認められた場合であって、同様の

取引により多額の所得を得ていると見込まれる者の調査を実施す

るとき 

②その取引が違法な申告のために用いられるものと認められる場

合 

③経済的観点から見て通常であれば採られないような不合理な取

引形態が、違法行為の存在を推認させるような場合 

３．照会の対象となる取引を行う対象者の範囲が特定できること 

４．その対象者に対する調査のために行われる照会であること 

５．求める情報の範囲や回答期限の設定に当たっては、相手方の事

務負担に十分に配慮すること 
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照会主体 事業所等の所在地の所轄国税局長 

照会方法 書面による報告の求め 

※60 日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘

案して指定する日までとします。 

照会情報 対象者の氏名（又は名称）、住所（又は居所）、番号（個人/法人） 

※いずれも、保有している限度で対象とします。 

不服申立て等 報告の求めについて、不服申立てや取消訴訟の対象として位置付け 

※国税通則法上「処分」として位置付けすることとします。 

担保措置 1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金 

※拒否等について、現行の質問検査権拒否等の場合と同様の取扱い

とします。 

※上記の改正は平成 32 年 1 月 1 日から施行されます。 

 

○主として仮想通貨業者、シェアリングエコノミー業者等を対象としているものと想定さ

されます。 

 


